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第１章 財務諸表の作成に当たって 

 

１ 財務書類作成の背景 

国は、平成１８年８月３１日付けの「地方公共団体における行政改革の更なる推進のた

めの指針（新地方行革指針）」において、地方公共団体の公会計については、発生主義の

活用、複式簿記の考え方の導入を図り、関連団体を含む連結ベースの貸借対照表、行政コ

スト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の４表の整備に取り組むこと。」との方

針を示しました。 

本市では、これまで、国が公表した「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研

究会報告書」に基づき、平成１０年度決算から普通会計貸借対照表を、平成１２年度決算

からは普通会計行政コスト計算書を加えた財務書類２表を作成してきましたが、新たな国

の指針を踏まえ、平成２０年度決算からは、新たに示された作成方式のうち「総務省方式

改定モデル」を用い、従来の普通会計をベースとした財務書類に加え、特別会計、一部事

務組合、広域連合、第三セクター等との連結を含めた財務書類４表を作成しています。 

 

２ 財務書類４表とは 

地方公共団体の会計手法は、年度単位を基本とする現金主義がとられており、収入と支

出を単純に差し引きする単式簿記の方法を用いているため、取得した資産の状況や減価償

却などの費用を把握することができません。現金の出入りだけではなく、これまでに蓄積

された「資産」や発生した「経費」を含めて分析、公表するため、企業会計的手法を取り

入れ作成したものが、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算

書の財務書類４表です。 

 

３ 財務書類の作成基準 

総務省の「新地方公会計制度研究会報告書」及び「新地方公会計制度実務研究会報告

書」等の作成要領に基づき、普通会計及び公営事業会計については、昭和４４年度以降の

「地方財政状況調査」及び「歳入歳出決算書」を基に作成しています。また、一部事務組

合、広域連合、第三セクター等については、当該団体において作成している財務書類及び

決算書類を基に作成しています。 

 

４ 作成基準日・対象期間 

貸借対照表は、平成２３年３月３１日を作成基準日としています。 

行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書は、平成２２年４月１日から

平成２３年３月３１日までを作成対象期間としています。 

なお、普通会計、特別会計、一部事務組合及び広域連合における出納整理期間中（平成

２３年４月１日から５月３１日まで）の出納については、基準日及び対象期間までに終了

したものとして処理しています。 

 

５ 財務書類４表の相互関係 

貸借対照表の「純資産の部」の変動を表したものが純資産変動計算書です。純資産変動

計算書における純資産の変動要因の主なものが「純経常行政コスト」と「一般財源・補助

金受入等」ですが、そのうち「純経常行政コスト」の明細を示すのが行政コスト計算書に
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なります。 

資金収支計算書は、歳計現金の動きを表す計算書であるため、「期末歳計現金残高」は、

貸借対照表の「現金預金」と一致します。 

なお、財務書類４表に表れる数値の相互関係を図で示すと下記の図１のようになります。 

 

 

 【図１】財務書類４表の相互関係図 

 

【行政コスト計算書】

（１年間に要した行政サービスのコスト）

資産の部 経常行政コスト

負債の部 －

経常収益

歳計現金 ＝

純資産の部 純経常行政コスト

【純資産変動計算書】

(１年間の純資産の動き)

期首純資産残高

－

純経常行政コスト

＋

一般財源・補助金受入等

±

資産評価替え等

＝

期末純資産残高

期首歳計現金残高

＝

期末歳計現金残高

（資産の状況とその財源）

(１年間の資金（歳計現金）の流れ)

支出

＝

歳計現金増減額

＋

【貸借対照表】

【資金収支計算書】

収入

－
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第２章 普通会計財務書類４表 

 

１ 普通会計とは 

  普通会計とは、地方公共団体ごとに異なる会計区分を、地方財政状況調査上、統一的な

基準で整理して比較できるようにした仮想会計です。本市の普通会計の対象は、一般会計

及びテレビ共同受信事業特別会計で、ルールにより学校給食納付金を控除しています。 

 

２ 普通会計貸借対照表 

（１）貸借対照表とは 

   貸借対照表とは、自治体が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）

と、その資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかということを総括的

に表した一覧表で、資産合計額と負債・純資産合計額が一致し、双方が同額となって

釣り合うことからバランスシートとも呼ばれています。 

   貸借対照表の左側（借方）には、土地や建物などのこれまでに形成した資産を、右側

（貸方）には、その資産を形成するための財源である地方債などの負債（将来世代の

負担）と国や都からの補助金、地方税等の一般財源などで構成される純資産（これま

での世代が負担した額）が表示されます。資産と負債及び純資産との関係は、「資産＝

負債＋純資産」となっています。 

 ①資産 

   資産には、「(ｱ)自治体が住民サービスを提供するために使用する資産」、「(ｲ)現在保

有する基金・預金等の現金資産」、「(ｳ)将来自治体に資金流入をもたらす資産」の３つ

があり、将来世代に引き継ぐ財産という見方ができます。例えば、(ｱ)には、道路等の

インフラ資産や庁舎、学校などの有形固定資産が含まれ、(ｳ)には、公共資産のうち売

却可能資産や市税等の収入未済額があります。 

 ②負債 

   負債とは、将来、支払い義務の履行により自治体から資金の流出をもたらすものです。

負債に計上される主な項目として地方債がありますが、地方債を公共資産等の住民サー

ビスを提供するために保有する財産の財源としてみた場合、住民サービスを享受する世

代間の公平性の観点から発行されるとも考えることができます。そのため、負債は将来

世代が負担する部分という見方ができます。 

 ③純資産 

   純資産とは、資産と負債の差額です。純資産は、公共資産等の住民サービスを提供す

るために保有する財産の財源とした場合、これまでの世代が既に負担した部分（これま

でに収入済の国や都からの補助金や地方税）という見方ができます。 

 

【図２】貸借対照表のイメージ図 

借方 貸方 

 

〔資産の部〕 

これまでに形成された市の行政 

サービスを提供するための経営 

資源 

 

（土地、建物、基金、現金など） 

〔負債の部〕 

将来の世代が負担しなければならない債務 

（地方債、退職手当引当金など） 

〔純資産の部〕 

これまでの世代が既に負担し、支払いが済んで 

いる資産 

（国や都からの補助金、地方税などの一般財源） 
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（２）貸借対照表の概要 

 

（単位：千円）

資産の部 22年度 21年度 前年度比較 負債の部 22年度 21年度 前年度比較

１　公共資産 １　固定負債

　（1）有形固定資産 114,083,693 114,258,627 △ 174,934 　（1）地方債 23,803,785 23,169,294 634,491

　（2）売却可能資産 432,906 447,832 △ 14,926 　（2）長期未払金 0 0 0

公共資産　計 114,516,599 114,706,459 △ 189,860 　（3）退職手当引当金 4,279,385 4,010,766 268,619

２　投資等 　（4）損失補償等引当金 225,738 213,219 12,519

　（1）投資及び出資金 100,280 100,463 △ 183 固定負債　計 28,308,908 27,393,279 915,629

　（2）貸付金 0 0 0 ２　流動負債 0

　（3）基金等 1,203,794 1,228,939 △ 25,145 　（1）翌年度償還予定地方債 2,300,934 2,315,199 △ 14,265

　（4）長期延滞債権 254,464 244,943 9,521 　（2）短期借入金 0 0 0

　（5）回収不能見込額 △ 75,081 △ 70,370 △ 4,711 　（3）未払金 0 0 0

投資等　計 1,483,457 1,503,975 △ 20,518 　（4）翌年度支払予定退職手当 471,746 516,340 △ 44,594

３　流動資産 　（5）賞与引当金 128,814 150,496 △ 21,682

　（1）現金預金 1,365,934 966,651 399,283 流動負債　計 2,901,494 2,982,035 △ 80,541

　（2）未収金 84,348 160,212 △ 75,864 負債合計 31,210,402 30,375,314 835,088

純資産の部 22年度 21年度 前年度比較

流動資産　計 1,450,282 1,126,863 323,419 純資産合計 86,239,936 86,961,983 △ 722,047

資産合計 117,450,338 117,337,297 113,041 負債及び純資産合計 117,450,338 117,337,297 113,041

【普通会計貸借対照表（概要）】

 

 

 

   平成２２年度末における資産総額は、１，１７４億５，０３３万８千円で、前年度と

比較して１億１，３０４万１千円増加しました。一方、この「資産」を形成するため

に、これまでの世代が負担してきた「純資産」は、８６２億３，９９３万６千円（構

成比７３．４％）で、前年度と比較して７億２，２０４万７千円の減少となり、この

結果、将来の世代への負担として残された「負債」は、３１２億１，０４０万２千円

（同２６．６％）で、前年度と比較して８億３，５０８万８千円の増加となりました。 

   「資産」の内訳は、公共資産が１，１４５億１，６５９万９千円（同９７．５％）、

投資等が１４億８，３４５万７千円（同１．３％）、流動資産が１４億５，０２８万２

千円（同１．２％）となっており、ほとんどを公共資産が占めています。他方、主な

「負債」は地方債で、固定負債と流動負債を合わせて２６１億４７１万９千円となっ

ており、負債の８３．６％を占めています。また、全職員が年度末に普通退職したと

想定した場合に支払うべき金額である４２億７，９３８万５千円を退職手当引当金と

して計上しています。 

 

 ①公共資産 

   公共資産のうち「有形固定資産」は、１，１４０億８，３６９万３千円で、行政目的

別の内訳は、道路、橋りょう、公園などの「生活インフラ・国土保全」資産が、有形

固定資産の４４．８％を占めており、次いで、学校、図書館、体育施設などの「教

育」資産が２８．３％、庁舎、学習等供用施設などの「総務」資産が１３．９％とな

っています。 

   また、「売却可能資産」は、売却を予定している普通財産などの計上により、 

４億３，２９０万６千円となっています。 

   なお、減価償却については、行政目的別の主な使途別に設定した耐用年数（６頁の表
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１及び表２を参照）に基づき、残存価格をゼロとする定額法により計上しています。

ただし、土地については、減価償却を行っていません。また、他の団体（国、都、他

自治体、民間など）への負担金、補助金などにより形成された資産については計上し

ていません。 

 

 ②投資等 

   投資等では、テレビ共同受信施設整備基金や公共施設整備基金などの特定の目的のた

めに積み立てた基金、職員の退職金の支払いに備えて退職手当組合に積み立てている

退職手当組合積立金などからなる「基金等」が１２億３７９万４千円と８１．１％を

占めています。次いで、「長期延滞債権」が２億５，４４６万４千円で１７．２％と 

なっています。長期延滞債権は、市税や使用料、手数料などの収入未済額のうち１年を

超えて回収がなされていないものを債権として計上するものです。なお、長期延滞債

権のうち７，５０８万１千円を「回収不能見込額」として控除しています。 

   「投資及び出資金」については、公益法人や第三セクターへの出資金及び出捐金残高

と保有株券の時価評価額を計上しています。 

 

 ③流動資産 

   流動資産では、「現金預金」が１３億６，５９３万４千円と９４．２％を占めていま

す。「現金預金」には、形式収支に相当する「歳計現金」、「財政調整基金（年度間の財

源の不均衡を調整するための積立金）」などを計上しています。 

   また、市税や使用料、手数料などの収入未済額のうち未納期間が１年を超えていない

ものを債権として計上する「未収金」が８，４３４万８千円となっています。 

 

 ④負債 

   負債の中で最も大きな割合を占めているのが地方債で、翌年度償還予定地方債と合わ

せて２６１億４７１万９千円となっており、負債全体の８３．６％を占めています。

次いで、退職手当引当金が４２億７，９３８万５千円で１３．７％となっています。 

 

 ⑤純資産 

   純資産は、資産から負債を差し引いたもので、「公共資産等整備国都補助金等」「公共

資産等整備一般財源等」「その他一般財源等」「資産評価差額」の４つに分類されます。 

   「公共資産等整備国都補助金等」は、住民サービスを提供するための財産を取得した

財源のうち、国、都から補助を受けた部分で、２３４億５，３６４万５千円となって

います。 

   「公共資産等整備一般財源等」は、住民サービスを提供するための財産を取得した財

源のうち、上記の「公共資産等整備国都補助金等」と地方債を除いた部分で、 

７７４億３，８０６万４千円となっています。 

   「その他一般財源等」は、公共資産等以外の資産から公共資産整備財源以外の負債を

差し引いた額で、翌年度以降に自由に使える財源を表しますが、平成２２年度末の

「その他一般財源等」は、１４６億５，８４４万５千円のマイナスとなっています。 

   「その他一般財源等」がマイナスであるということは、翌年度以降の負担額のうち、

１４６億５，８４４万５千円は既に使途が拘束されていることを意味します。 

   「資産評価差額」は、売却可能資産を時価評価したことによる評価額の変動によるも

ので、新たに売却可能資産を計上した場合や資産の評価替えによって変動した額が計

上されます。 
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【表１】行政目的区分のための科目対応表 

有形固定資産 予算科目 

①生活インフラ・国土保全 土木費 

②教育 教育費 

③福祉 民生費 

④環境衛生 衛生費 

⑤産業振興 労働費、農林水産業費、商工費 

⑥消防 消防費 

⑦総務 総務費、その他 

 

 

【表２】有形固定資産耐用年数区分表 

区    分 耐用年数 区    分 耐用年数 
１ 総務費  ７ 土木費  
 （１）庁舎等 ５０  （１）道路 ４８ 
 （２）その他 ２５  （２）橋りょう ６０ 
２ 民生費   （３）河川 ４９ 
 （１）保育所 ３０  （４）砂防 ５０ 
 （２）その他 ２５  （５）海岸保全 ３０ 
３ 衛生費 ２５  （６）港湾 ４９ 
４ 労働費 ２５  （７）都市計画  
５ 農林水産業費     ア 街路 ４８ 
 （１）造林 ２５    イ 都市下水路 ２０ 
 （２）林道 ４８    ウ 区画整理 ４０ 
 （３）治山 ３０    エ 公園 ４０ 
 （４）砂防 ５０    オ その他 ２５ 
 （５）漁港 ５０  （８）住宅 ４０ 
 （６）農林農村整備 ２０  （９）空港 ２５ 
 （７）海岸保全 ３０  （１０）その他 ２５ 
 （８）その他 ２５ ８ 消防費  
６ 商工費 ２５  （１）庁舎 ５０ 
   （２）その他 １０ 
  ９ 教育費 ５０ 
  １０ その他 ２５ 
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３ 普通会計行政コスト計算書 

（１）行政コスト計算書とは 

   貸借対照表は、市の資産や負債などの状況を明らかにするものですが、市の行政活動

は資産の形成だけではなく、人的サービスや給付サービスなどのように資産の形成につ

ながらないものが多くあります。これらの行政活動に必要なコスト（費用）に、その直

接の対価として得られた収益を併せて示すことにより、市の行政活動の実績に関する情

報を把握するのが行政コスト計算書です。 

   行政コスト計算書は、企業会計で使われている「損益計算書」と同様のものですが、

営利活動を目的としない自治体では、ある活動にどれだけのコストがかかっているかな

ど、行政コストの内容自体の分析をするために用いることを目的とします。 

   行政コストと収益とを対比させることにより、行政活動の効率性を検討することがで

き、ひいては資産の将来の有効活用を含めた長期的なコスト意識を醸成することにもつ

ながります。 

 

   行政コストは、その性質から以下の４つに分類されます。 

コストの性質 内  容 

人にかかるコスト 
職員や議員などに要する費用 

 例：人件費、退職給与引当金繰入金 

物にかかるコスト 

物品購入、施設の維持補修、減価償却などに要する費用 

 例：消耗品・委託料などの物件費、維持補修費、減価 

償却費 

移転支出的なコスト 

市民や他団体などに支出して効果が表れる費用 

例：社会保障給付費、補助金、繰出金、普通建設事業 

費（他団体が行う施設整備事業への補助金） 

その他のコスト 
上記に属さない費用 

 例：公債費の支払利息、回収不能見込額 

 

   収益は、以下の２つに分類されます。 

コストの性質 主なもの 

使用料・手数料 
ごみ処理手数料、市立保育所保育料、市営住宅使用料、

各種公共施設の使用料など 

分担金・負担金・ 

寄附金 

私立保育所保育料、学童クラブ育成料、養護老人ホーム

措置者負担金など 
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（２）行政コスト計算書の概要 

 ①行政コスト計算書の形式 

   行政コスト計算書は、経常行政コストと経常収益からなり、これらを差引きしたもの

が純経常行政コストになります。また、行政コスト計算書は、性質別と行政目的別（行

政分野別）のマトリックス形式で表示されます。 

   経常行政コストは、１年間の行政活動に要した費用とその支出の性質を表し、一方、

経常収益は、行政活動の直接の対価として得られた収益（受益者負担）を表しています。 

   行政活動を行う上で、本来、最も重要な財源である地方税等の一般財源等は、経常収

益に含まれていないため、経常行政コストから経常収益を差し引いた純経常行政コスト

は、大幅なコスト超過になっています。 

   地方税等の一般財源等を行政コスト計算書に計上しないのは、一般財源等が経常的な

行政活動の財源となるだけでなく、公共資産の整備やそれに伴う借入金の返済等にも充

てられることによるもの、言い換えれば、「税収＝行政活動の財源」ではなく「税収＝

自治体への資本の拠出」という捉え方をすることによるものです。 

 

 ②コストの構造 

   経常行政コストを支出の性質別に見た内訳のことをコスト構造といいます。 

   例えば、同じ行政活動を行うとしても、職員自らが行えば人にかかるコストの割合が

高くなり、外部に委託して行えば物件費など物にかかるコストの割合が高くなります。

また、自前の施設を建設して行政活動を行う場合は、物にかかるコストの中でも減価償

却の割合が高くなりますが、外部の施設を賃借して行う場合は、物件費の割合が高くな

ると考えられます。このように、どのような手法で行政活動を行うかによって、コスト

構造は異なってきます。 

 

 ③経常行政コストの性質別の概要 

   平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの１年間の経常的な行政コストの

合計は２６３億６，６７７万７千円で、その内訳は、「移転支出的なコスト」が 

  １４４億９９７万４千円（構成比率５４．７％）で最も多く、次いで、「物にかかるコ

スト」が６５億２，０８９万９千円（同２４．７％）、「人にかかるコスト」が 

  ５０億６１１万６千円（同１９．０％）、「その他のコスト」が４億２，９７８万８千円

（同１．６％）となっています。 

   経常行政コストは、前年度と比較して１３億８，２３１万２千円増加しましたが、こ

れは、退職者の増加に伴う退職手当組合積立金の減少により、退職手当引当金繰入等が

増加したことなどによるものです。 

   なお、経常収益は、９億６，１０２万５千円となっており、前年度と比較して 

６億６，６４２万２千円減少しました。これは、テレビ共同受信事業費負担金が減少し

たことなどによるものです。 

その結果、経常行政コストから経常収益を差し引いた「純経常行政コスト」は 

２５４億５７５万２千円となっています。 
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（単位：千円）

22年度 構成比 21年度 構成比 前年度比較

経常行政コスト　Ａ 26,366,777 100.0% 24,984,465 100.0% 1,382,312

１　人にかかるコスト 5,006,116 19.0% 3,689,644 14.8% 1,316,472

　　（うち人件費） 3,831,434 14.5% 3,867,499 15.5% △ 36,065

２　物にかかるコスト 6,520,899 24.7% 6,619,251 26.5% △ 98,352

　　（うち物件費） 3,649,307 13.8% 3,741,469 15.0% △ 92,162

　　（うち減価償却費） 2,790,024 10.6% 2,777,440 11.1% 12,584

３　移転支出的なコスト 14,409,974 54.7% 14,216,742 56.9% 193,232

　　（うち社会保障給付） 6,820,930 25.9% 5,538,327 22.2% 1,282,603

　　（うち補助金等） 3,067,373 11.7% 4,364,237 17.5% △ 1,296,864

　　（うち他会計等への支出額） 4,086,612 15.5% 4,030,895 16.1% 55,717

４　その他のコスト 429,788 1.6% 458,828 1.8% △ 29,040

　　（うち支払利息） 370,657 1.4% 377,317 1.5% △ 6,660

経常収益　Ｂ 961,025 100.0% 1,627,447 100.0% △ 666,422

１　使用料・手数料 523,142 538,377 △ 15,235

２　分担金・負担金・寄附金 437,883 1,089,070 △ 651,187

純経常行政コスト　（Ａ-Ｂ） 25,405,752 23,357,018 2,048,734

【普通会計行政コスト計算書（性質別の概要）】

 

 

 

  ア 人にかかるコスト 

 内部管理や徴税などに関する活動の「総務」が２０億６１２万３千円で最も多く、

次いで、高齢者、障がい者、児童などに関する活動の「福祉」が９億７，８９０万８

千円、学校、図書館、体育施設などに関する活動の「教育」が８億７，８１８万３千

円などとなっています。 

 

  イ 物にかかるコスト 

    「教育」が１８億４，４６５万２千円で最も多く、次いで、道路、公園などに関す

る活動の「生活インフラ・国土保全」が１３億９，７９５万円、「総務」が 

１０億５，０３３万６千円などとなっています。施設を多く持つ分野の金額が大きい

のは、施設の維持補修費や減価償却費を計上していることによるものです。 

 

  ウ 移転支出的なコスト 

    生活保護費、子ども手当などの給付や国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介

護保険事業への繰出しなどの活動に関する「福祉」が９５億７，６９４万８千円で最

も多く、次いで、病院事業、ごみ処理事業など行う一部事務組合への負担金の支払な

どに関する活動の「環境衛生」が１９億８８１万５千円、下水道事業への繰出し、土

地開発公社への補助などの活動に関する「生活インフラ・国土保全」が 

１３億３，８０７万８千円などとなっています。 

 

  エ その他のコスト 

    公債費の支払利息として３億７，０６５万７千円を計上するとともに、時効などで

収入の見込みがないものとして処理した市税や使用料・手数料などの金額について、
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「回収不能見込額」として５，９１３万１千円を計上しています。 

    なお、公債費の元金償還分については、貸借対照表の負債に計上されているため、

ここでは計上されません。 

 

 ④行政コストの目的別の概要 

 

（単位：千円）

22年度 構成比 21年度 構成比 前年度比較

26,366,777 100.0% 24,984,465 100.0% 1,382,312

生 活 イ ン フ ラ ・ 国 土 保 全 3,027,256 11.5% 3,005,390 12.0% 21,866

教 育 3,107,522 11.8% 2,890,187 11.6% 217,335

福 祉 11,057,104 42.0% 9,290,107 37.2% 1,766,997

環 境 衛 生 3,200,239 12.1% 3,112,367 12.5% 87,872

産 業 振 興 931,649 3.5% 2,064,561 8.3% △ 1,132,912

消 防 1,151,179 4.4% 1,133,418 4.5% 17,761

総 務 3,193,160 12.1% 2,784,618 11.1% 408,542

議 会 268,880 1.0% 244,989 1.0% 23,891

支 払 利 息 370,657 1.4% 377,317 1.5% △ 6,660

回 収 不 能 見 込 計 上 額 59,131 0.2% 81,511 0.3% △ 22,380

そ の 他 行 政 コ ス ト 0 0.0% 0 0.0% 0

961,025 100.0% 1,627,447 100.0% △ 666,422

使 用 料 ・ 手 数 料 523,142 538,377 △ 15,235

分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 437,883 1,089,070 △ 651,187

25,405,752 23,357,018 2,048,734

【普通会計行政コスト計算書（目的別の概要）】

経常行政コスト　Ａ

経常収益　Ｂ

純経常行政コスト　（Ａ-Ｂ）
 

 

   経常行政コストを目的別に見ることにより、どの行政分野にコストがかかっているか

が分かります。 

   目的別で構成比率が最も高いのは「福祉」で、行政コスト全体の４２．０％を占めて

います。次いで、「環境衛生」と「総務」が１２．１％、「教育」が１１．８％、「生活

インフラ・国土保全」が１１．５％となっています。 

   「福祉」にかかるコストは１１０億５，７１０万４千円で、コストの内訳は、社会保

障給付が６７億４，３８８万３千円（構成比６１．０％）、国民健康保険事業、後期高

齢者医療事業、介護保険事業への繰出金等が２２億３，７９５万３千円 

（同２０．２％）などとなっています。 

 「環境衛生」にかかるコストは３２億２３万９千円で、コストの内訳は、ごみ処理事

業など行う一部事務組合への負担金、一部事務組合構成市町村に対する普通交付税配分

金などの補助費等が１０億９，６００万３千円（同３４．２％）、ごみの収集委託料や

市民健康診査委託料などの物件費が９億５６６万１千円（同２８．３％）などとなって

います。 

 「総務」にかかるコストは３１億９，３１６万円で、コストの内訳は、人件費等の人

にかかる経費が１５億６，０２３万９千円（同４８．９％）、庁舎の維持管理や電算シ

ステム経費などの物件費が７億９，６４３万２千円（同２４．９％）などとなっていま

す。 
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   「教育」にかかるコストは３１億７５２万２千円で、コストの内訳は、学校、図書館、

体育施設などの維持管理経費などの物件費が１０億４，０８８万９千円 

（同３３．５％）、人件費等の人にかかる経費が６億９，９５７万円（同２２．５％）

などとなっています。 

 「生活インフラ・国土保全」にかかるコストは、３０億２，７２５万６千円で、コス

トの内訳は、道路や公園などの資産減耗による減価償却費が１２億１，９０３万２千円 

（同４０．３％）、下水道事業への繰出金が１０億４，２９６万４千円 

（同３４．５％）などとなっています。 

   なお、行政コストをその性質ごとに、行政目的別に見ると図３のようになります。 

 

【図３】性質別目的別行政コスト 
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 ⑤経常収益の概要 

   経常収益は、「使用料・手数料」及び「分担金・負担金・寄附金」で構成し、保育料、

ごみ処理手数料、公共施設使用料などの行政活動における直接の受益者負担を表してい

ます。 

   金額では、保育料などの「福祉」が３億５，２８８万６千円、ごみ処理手数料などの

「環境衛生」が２億７，０４８万４千円、テレビ共同受信事業費分担金などの「総務」

が１億８，６５９万２千円で、この３つの分野が収益の多くを占めています。 

なお、総額は９億６，１０２万５千円となっており、前年度と比較して 

６億６，６４２万２千円減少しましたが、これは、テレビ共同受信事業において、民間

事業者から施設の譲渡とともに受けた負担金がなくなったことなどによるものです。 
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４ 普通会計純資産変動計算書 

（１）純資産変動計算書とは 

   純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各数値が１年間にど

のように変動したかについてを表す計算書です。貸借対照表の純資産の部は、これまで

の世代が負担してきた部分を表すことから、純資産変動計算書における純資産の変動は、

これまでの世代と、将来世代との間での負担配分の変動を意味することになります。例

えば、純資産が減少した場合、これまでの世代が将来世代にとっても利用可能であった

公共資産を消費し、行政サービスを享受する一方で、将来世代にその分の負担が先送り

されるとも考えられます。逆に純資産が増加した場合は、これまでの世代が自らの負担

によって、将来世代も利用可能な公共資産を蓄積したことを意味するため、将来世代の

負担は軽減されると考えられます。 

 

（２）純資産変動計算書の概要 

 

（単位：千円）

22年度 21年度 前年度比較

期首純資産残高 86,961,983 86,262,071 699,912

純経常行政コスト △ 25,405,752 △ 23,357,018 △ 2,048,734

一般財源

地方税 10,621,454 10,669,067 △ 47,613

地方交付税 4,137,503 3,426,012 711,491

その他行政コスト充当財源 1,713,542 1,751,667 △ 38,125

補助金等受入 8,207,343 8,190,466 16,877

臨時損益 4,428 19,730 △ 15,302

資産評価替えによる変動額 △ 565 △ 12 △ 553

無償受贈資産受入 0 0 0

その他 0 0 0

期末純資産残高 86,239,936 86,961,983 △ 722,047

【普通会計純資産変動計算書（概要）】

項目

 

 

 ①純経常行政コストと財源（一般財源及び補助金等受入） 

   純経常行政コストの金額に対して、一般財源及び経常的な補助金等受入の金額がどの

程度なのかを見ることにより、純経常行政コストが、受益者負担以外の経常的な財源に

よりどの程度賄われているのかが分かります。 

   平成２２年度は、純経常行政コスト２５４億５７５万２千円に対して、地方税や地方

交付税などの経常的な一般財源が１６４億７，２４９万９千円、経常的なコストに対す

る補助金が８２億７３４万３千円であるため、平成２１年度から７億２，２０４万７千

円純資産が減少しました。 

 

 ②臨時損益 

   経常的なコストや財源のほかに、災害復旧事業や公共資産の売却などの臨時的な要因

によるコストや収入も発生します。平成２２年度は、公共資産売却益４４２万８千円を

計上しています。 
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 ③資産評価替えによる変動額 

   貸借対照表において、売却可能資産の新規計上額や資産の評価替えの差額、市場価格

のある投資や出資金の時価評価による差額などを計上します。平成２２年度は、５６万

５千円減少しました。 

 

 

５ 普通会計資金収支計算書 

（１）資金収支計算書とは 

   支出をその性質に応じて、「経常的支出」「公共資産整備支出」「投資・財務的支出」

の３つに区分し、それに対応する財源を「経常的収入」「公共資産整備収入」「投資・財

務的収入」として表示し、その会計年度の収支の実態を反映させた財務書類が資金収支

計算書です。このように分類することにより、どのような要因で資金が増減したのかが

分かりやすくなります。 

   また、併せて基礎的財政収支（プライマリーバランス）を表記し、行政活動に必要な

経費について、借金をせずに税収などで賄えているかどうかを明らかにしています。 

   資金収支計算書は、会計年度末における歳計現金の残高を表しており、４つの財務書

類のうち唯一現金主義に基づいて作成されています。 

 

 【図４】資金収支計算書の構成 

収支の性質 内  容 

経常的収支 

通常の行政活動に伴う収支 

 収入の例：地方税、地方交付税、国や都からの補助金（公共

資産整備に係るものを除く）、使用料、手数料など 

支出の例：人件費、物件費、社会保障給付など 

公共資産整備収支 

学校や道路などの施設を整備するのに伴う収支 

収入の例：公共資産整備に係る国や都からの補助金、地方債

発行額など 

支出の例：普通建設事業費（他団体への補助金を含む。）  

投資・財務的収支 

借入金の返済や投資、出資活動に伴う収支 

収入の例：貸付金の回収、公共資産の売却収入など 

支出の例：地方債の元金償還額、基金への積立金、貸付金な

ど  

 

  ＜基礎的財政収支の算出方法＞ 

基礎的財政収支 

＝「前年度からの繰越金を除いた収入総額－地方債発行額」 

 －「支出総額－地方債の元利償還額」 

＋「財政調整基金及び減債基金の増減額（積立－取崩）」 
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（２）資金収支計算書の概要 

   平成２２年度の１年間の収支を見ると、１億５，４８８万７千円のマイナスとなり、

歳計現金の残高は、５億９，０２６万９千円となりました。この金額は、翌年度へ繰り

越す財源ということになります。 

 

 

（単位：千円）

項目 22年度 21年度 前年度比較

１　経常的収支 4,784,877 4,317,327 467,550

　　支出合計 21,212,911 21,282,128 △ 69,217

　　収入合計 25,997,788 25,599,455 398,333

２　公共資産整備収支 △ 471,184 △ 437,905 △ 33,279

　　支出合計 3,031,383 3,318,923 △ 287,540

　　収入合計 2,560,199 2,881,018 △ 320,819

３　投資・財務的収支 △ 4,468,580 △ 3,710,053 △ 758,527

　　支出合計 4,624,393 4,518,992 105,401

　　収入合計 155,813 808,939 △ 653,126

当年度歳計現金増減額 △ 154,887 169,369 △ 324,256

期首歳計現金残高 745,156 575,787 169,369

期末歳計現金残高 590,269 745,156 △ 154,887

【普通会計資金収支計算書（概要）】

 

 

 

 ①経常的収支の部 

   経常的な行政活動に伴う現金収支である経常的収支は、支出が２１２億１，２９１万

１千円に対し、収入が２５９億９，７７８万８千円で、４７億８，４８７万７千円のプ

ラスとなりました。経年変化を見たときにこの黒字額が減少したときは、現在の行政活

動を続けていく余裕が失われていくことを意味します。 

 

 ②公共資産整備収支の部 

   学校や道路整備などの支出である公共資産整備支出が２５億５，５３９万９千円で支

出の８４．３％を占めています。この財源として、国や都の補助金の受入れや地方債の

発行などを行っていますが、収支で４億７，１１８万４千円のマイナスとなっています。

建設事業には、多額の資金が必要となるため、「経常的収支」のプラス分、すなわち一

般財源を充てて賄っていることが分かります。 

 

 ③投資・財務的収支の部 

   支出には、地方債償還額２３億１，５１９万９千円のほか、他会計等への公債費充当

財源繰出支出として１３億５，７８５万７千円を計上しています。投資的・財務的収支

の部は４４億６，８５８万円のマイナスになっていますが、公共資産整備収支の部と同

様に、「経常的収支」のプラス分、すなわち一般財源を充てて賄っていることが分かり

ます。 
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 ④基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報 

   基礎的財政収支は、持続可能性な財政バランスの実現のための指標として用いられる

ことが多く、収支がゼロあるいはプラスであれば、地方債償還費を除いた支出が、地方

債発行額を除く税収等で賄われている状態、すなわち新たに地方債を発行しない財政運

営が可能な状態といえます。平成２２年度は１４億９，１３８万５千円のプラスとなっ

ています。 

 

 

６ 普通会計財務書類４表を活用した財務分析 

①社会資本形成の世代間負担比率 

   社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産の割合を見ることにより、これま

での世代（過去及び現世代）により、既に負担された割合を見ることができます。また、

地方債に着目することによって、将来返済しなければならない、今後の世代（将来世

代）の負担割合を見ることができます。 

公共資産は、長期間にわたって住民サービスに利用されるものであることから、負担

の公平性の視点から考えると、これまでの世代と将来の世代のどちらの負担割合が高い

方が良いとは一概に言えませんが、財政の健全性の視点から考えると、これまでの世代

が既に負担した割合がある程度高いほうが望ましいと考えられます。 

なお、比率の平均的な値は、これまでの世代の負担率は、５０％から９０％の間、将

来世代の負担率は１５％から４０％の間の比率とされており、本市では各々７５．３％、 

  ２２．８％となっています。 

 

 （計算式） 

・これまでの世代の負担率（％）＝ 純資産合計 ÷ 公共資産合計 × １００ 

・将来世代の負担率   （％）＝ 地方債残高 ÷ 公共資産合計 × １００ 

 

（単位：千円） 

項  目 金  額 

公共資産合計 (A) 114,516,599 

純資産合計 (B) 86,239,936 

地方債残高 (C) 26,104,719 

これまでの世代の負担率 (B)／(A) 75.3％ 

将来世代の負担率 (C)／(A) 22.8％ 

 

 

②歳入額対資産比率 

   歳入額に対する資産の比率を算定することにより、資産の形成に何年分の歳入が充当

されたかを見ることができます。 

なお、比率の平均的な値は、３．０年から７．０年の間とされており、本市では 

４．０年となっています。 
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 （計算式） 

歳入額対資産比率 ＝ 資産合計 ÷ 歳入額 

 

（単位：千円） 

項  目 金  額 

資産合計 (A) 117,450,338 

歳入総額 (B) 29,458,956 

歳入総額対資産比率（年） (A)／(B) 4.0年 

  ※歳入総額は、資金収支計算書の各部の合計の総額に期首歳計現金残高を加算して 

算出しています。 

 

③有形固定資産の行政目的別割合 

   貸借対照表に計上された有形固定資産の行政目的別割合を見ることにより、行政分野

ごとの公共資産形成の比重を把握することができます。 

   有形固定資産の約半分は「生活インフラ・国土保全」が占め、次いで、「教育」、「総

務」となっています。 

 

＜行政目的別有形固定資産の内訳＞  

生活インフラ ・ 国土保全
51,140,841千円（44.8％）

教育 32,233,659千円
（28.3％）

総務 15,878,649千円
（13.9％）

消防 1,113,646千円
（1.0％）

産業振興 7,560,404千円
（6.6％）

福祉 2,324,021千円
（2.0％）

環境衛生 3,832,473千円
（3.4％）

＜凡例＞
項目

金額（構成比）

合計１１４，０８３，６９３千円

 

 

④資産老朽化比率 

   有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合

を計算することにより、取得した資産が耐用年数に対し、どの程度の年数が経過してい

るかを全体として把握することができます。 

なお、比率の平均的な値は、３５％から５０％の間とされており、本市では平均 

４４．６％となっています。 
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 （計算式） 

資産老朽化比率（％） 

＝ 減価償却累計額 ÷（有形固定資産－土地＋減価償却累計額）× １００ 

（単位：千円） 

行政分野 有形固定資産 土地 減価償却累計額 資産老朽化比率 

生活インフラ・国土保全 51,140,841 21,438,761 24,596,484 45.3％ 

教育 32,233,659 8,638,887 15,309,428 39.4％ 

福祉 2,324,021 462,467 3,673,434 66.4％ 

環境衛生 3,832,473 3,589,160 735,121 75.1％ 

産業振興 7,560,404 3,261,175 4,252,557 49.7％ 

消防 1,113,646 711,558 2,227,528 84.7％ 

総務 15,878,649 8,476,955 3,534,627 32.3％ 

有形固定資産合計 114,083,693 46,578,963 54,329,179 44.6％ 

 

⑤市民１人当たりの貸借対照表 

   貸借対照表上の各項目を年度末の住民基本台帳人口で除して作成したものが、市民１

人当たりの貸借対照表です。市民１人当たりで算出することにより、他の自治体との比

較がしやすくなります。 

   平成２２年度の市民１人当たりの「資産総額」は１４４万７，１６３円となっていま

す。また、将来負担を表す市民１人当たりの「負債」は３８万４，５５８円、「資産」

と「負債」の差額である市民１人当たりの「純資産」は１０６万２，６０５円となって

います。 

 

【市民１人当たりの貸借対照表】 

  ※平成２３年３月３１日現在の住民基本台帳人口：８１，１５９人        （単位：円） 

借    方 貸    方 

〔資産の部〕  〔負債の部〕  

１ 公共資産 1,411,015 １ 固定負債 348,807 

(1) 有形固定資産 1,405,681 (1) 地方債 293,298 

(2) 売却可能資産 5,334 (2) 退職手当引当金 52,728 

  (3) その他 2,781 

２ 投資等 18,278   

(1) 投資及び出資金 1,236 ２ 流動負債 35,751 

(2) 基金等 14,832 (1) 翌年度償還予定地方債 28,351 

(3) 長期延滞債権 3,135 (2) その他 7,400 

(4) 回収不能見込額 △925   

    

３ 流動資産 17,870 負 債 合 計 384,558 

(1) 現金預金 16,831   

(うち歳計現金) 7,273 〔純資産の部〕  

(2) 未収金 1,039   

  純資産合計 1,062,605 

資 産 合 計 1,447,163 負債・純資産合計 1,447,163 
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⑥受益者負担比率 

   行政コスト計算書における「経常収益」は、サービスの受益者が直接的に負担する使

用料、手数料などの金額であるため、「経常収益」の「経常行政コスト」に対する割合

を算定することで、受益者負担比率を算定することができます。 

なお、比率の平均的な値は、２％から８％の間とされており、本市では３．６％と 

なっています。 

 

 （計算式） 

受益者負担比率（％）＝ 経常収益 ÷ 経常行政コスト × １００ 

 

（単位：千円） 

経常収益 経常行政コスト 受益者負担比率 

961,025 26,366,777 3.6％ 

 

⑦行政コスト対公共資産比率 

   行政コストの公共資産（有形固定資産）に対する比率を見ることで、資産を活用する

ためにどれだけのコストを要しているか、あるいは各行政分野においてハード、ソフト

両面にわたるバランスのとれた財源配分がなされているかを分析することができます。 

   下表を見ると、「福祉」や「環境衛生」での行政コスト対公共資産比率が高くなって

いますが、これは、子ども手当等の支給、高齢者や障がい者への援護措置、生活保護、

市民健康診査などの給付サービスが中心で、有形固定資産に依らない行政活動を行って

いることによるものです。行政目的ごとの比率にはばらつきが出ますが、全体では 

１０％から３０％の間が平均的な比率とされており、本市では２３．１％となっていま

す。 

 

 （計算式） 

行政コスト対公共資産比率（％）＝ 経常行政コスト ÷有形固定資産 × １００ 

 

（単位：千円） 

区  分 

経常行政コスト 

（行政コスト計算書） 

有形固定資産 

（貸借対照表） 

行政コスト 

対公共資産 

比率 金 額 構成比 金 額 構成比 

生活インフラ・国土保全 3,027,256 11.5％ 51,140,841 44.8％ 5.9％ 

教 育 3,107,522 11.8％ 32,233,659 28.3％ 9.6％ 

福 祉 11,057,104 42.0％ 2,324,021 2.0％ 475.8％ 

環 境 衛 生 3,200,239 12.1％ 3,832,473 3.4％ 83.5％ 

産 業 振 興 931,649 3.5％ 7,560,404 6.6％ 12.3％ 

消 防 1,151,179 4.4％ 1,113,646 1.0％ 103.4％ 

総 務 3,193,160 12.1％ 15,878,649 13.9％ 20.1％ 

そ の 他 698,668 2.6％ － － － 

合   計 26,366,777 100.0％ 114,083,693 100.0％ 23.1％ 
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⑧地方債の償還可能年数 

   自治体の抱えている地方債を、経常的に確保できる資金で返済した場合に何年かかる

かを表す指標で、債務返済能力を測る指標です。比率の平均的な値は、３年から９年の

間とされており、本市では８．８年となっています。 

 

 （計算式） 

地方債の償還可能年数（年）＝地方債残高÷経常的収支額（地方債発行額、基金取崩額を除く） 

 

（単位：千円） 

地方債残高 経常的収支 地方債の償還可能年数 

26,104,719 2,974,262 8.8年 

 

 



 

- 20 - 

第３章 連結財務書類４表 

 

１ 連結財務書類４表とは 

市では、普通会計で実施している事業のほかにも、国民健康保険事業や下水道事業など

の特別会計を設けて、市民と密接な関わりを持つ様々な事業を行っています。また、こう

した市が自ら行う事業とは別に、市と連携、協力しながら事業を行う一部事務組合や第三

セクターなどの関係団体もあります。 

このように、市の財政は、普通会計だけで成り立っているわけではないため、市の真の

財務活動を把握し、分析するためには、関連の深い会計や団体全体をひとつの行政活動の

実施主体と捉え、財務書類を整備する必要があります。 

以上を踏まえ、市の普通会計や特別会計に加え、関係団体を含めた財務状況を明らかに

するため作成する財務書類が連結財務書類４表です。 

 

（１）連結の範囲 

連結財務書類４表を作成するに当たり、連結の範囲に含める会計、関係団体は次のと

おりです。なお、一部事務組合及び広域連合については、本市の経費負担割合相当分を

連結する「比例連結」を行います。また、第三セクター等については、市の出資比率が

５０％以上の団体及び財政支援の実態等から市が業務運営に実質的に主導的な立場を有

している団体を対象として「全部連結」を行います。 

  ①普通会計 

  ②公営事業会計 

   国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、後期高齢者医療特別会計、 

介護保険特別会計、下水道事業特別会計 

  ③一部事務組合及び広域連合 

   阿伎留病院組合、秋川衛生組合、西秋川衛生組合、秋川流域斎場組合、 

   東京市町村総合事務組合、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合、 

   東京都三市収益事業組合、東京都後期高齢者医療広域連合 

  ④地方三公社 

   あきる野市土地開発公社 

  ⑤第三セクター等 

   株式会社秋川総合開発公社、新四季創造株式会社、 

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会、社団法人あきる野市シルバー人材センター 

 

（２）連結の手法 

連結対象法人等の個別財務書類は、各法人等固有の会計基準等により作成されている

ため、連結に際して、連結財務書類の表示科目に揃えるための読替えを行うとともに、

普通会計に準じた会計処理方法を適用するため、個別財務書類に計上されていない科目

を計上するなどの修正を行っています。 

また、連結財務書類は、連結対象法人を合わせて一つの団体とみるため、連結対象法

人間で行われている取引を内部取引とみなして相殺消去を行っています。 
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２ 連結貸借対照表の概要 

   平成２２年度末における「資産」の総額は、１，７６３億３，５１０万５千円で、前

年度と比較して２７億７，３２８万８千円減少しました。また、この「資産」を形成す

るために、これまでの世代が負担してきた「純資産」は、１，０２８億２，６５２万２

千円（構成比５８．３％）で、前年度と比較して１５億１，８６１万７千円の減少とな

り、この結果、将来の世代への負担として残された「負債」は、７３５億８５８万３千

円（同４１．７％）で、前年度と比較して１２億５，４６７万１千円の減少となりまし

た。 

   「資産」の内訳は、公共資産が１，６６４億６，２１３万２千円（同９４．４％）、

投資等が４１億８，２３７万２千円（同２．４％）、流動資産が５３億５，６８７万２

千円（同３．０％）となっており、ほとんどを公共資産が占めています。 

「負債」については、地方債及び借入金関係が固定負債と流動負債を合わせて 

６６３億８，９８９万５千円（地方債４７９億６，４４７万８千円、翌年度償還予定地

方債４６億９，２６７万５千円、関係団体長期借入金等９０億７，４８７万５千円、短

期借入金４６億５，７８６万７千円）となっており、負債の９０．３％を占めています。 

 

（単位：千円）

資産の部 22年度 21年度 前年度比較 負債の部 22年度 21年度 前年度比較

１　公共資産 １　固定負債

　（1）有形固定資産 166,016,537 167,897,848 △ 1,881,311 　（1）地方債 47,964,478 47,987,892 △ 23,414

　（2）無形固定資産 12,689 14,654 △ 1,965 　（2）関係団体長期借入金等 9,074,875 10,197,053 △ 1,122,178

　（3）売却可能資産 432,906 447,832 △ 14,926 　（3）長期未払金 51 126 △ 75

公共資産　計 166,462,132 168,360,334 △ 1,898,202 　（4）引当金 5,774,882 5,609,160 165,722

２　投資等 　（5）その他 0 0 0

　（1）投資及び出資金 297,110 297,293 △ 183 固定負債　計 62,814,286 63,794,231 △ 979,945

　（2）貸付金 0 0 0

　（3）基金等 3,532,147 3,432,692 99,455 ２　流動負債

　（4）長期延滞債権 542,593 544,657 △ 2,064 　（1）翌年度償還予定地方債 4,692,675 4,463,974 228,701

　（5）その他 15 15 0 　（2）短期借入金 4,657,867 5,095,303 △ 437,436

　（6）回収不能見込額 △ 189,493 △ 190,085 592 　（3）未払金 252,844 244,510 8,334

投資等　計 4,182,372 4,084,572 97,800 　（4）翌年度支払予定退職手当 768,301 820,850 △ 52,549

３　流動資産 　（5）賞与引当金 236,726 245,856 △ 9,130

　（1）資金 2,905,629 2,923,824 △ 18,195 　（6）その他 85,884 98,530 △ 12,646

　（2）未収金 950,260 995,977 △ 45,717 流動負債　計 10,694,297 10,969,023 △ 274,726

　（3）販売用不動産 625,895 1,510,624 △ 884,729 負債合計 73,508,583 74,763,254 △ 1,254,671

　（4）その他 928,368 919,921 8,447 純資産の部 22年度 21年度 前年度比較

　（5）回収不能見込額 △ 53,280 △ 58,370 5,090

流動資産　計 5,356,872 6,291,976 △ 935,104

４　繰延勘定 333,729 371,511 △ 37,782

資産合計 176,335,105 179,108,393 △ 2,773,288 負債及び純資産合計 176,335,105 179,108,393 △ 2,773,288

【連結貸借対照表（概要）】

純資産合計 104,345,139 △ 1,518,617102,826,522

 

 

 

 ①公共資産 

   公共資産のうち「有形固定資産」は、１，６６０億１，６５３万７千円で、行政目的

別の内訳では、「生活インフラ・国土保全」資産が有形固定資産の５３．３％を占めて

おり、次いで、「教育」資産が１９．４％、「環境衛生」資産が１０．７％となっていま

す。 
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 ②投資等 

   投資等では、「基金等」が３５億３，２１４万７千円と８４．５％を占めています。

次いで、「長期延滞債権」が５億４，２５９万３千円で１３．０％となっています。な

お、長期延滞債権のうち１億８，９４９万３千円を「回収不能見込額」として控除して

います。 

 

 ③流動資産 

   流動資産では、「現金預金」に当たる「資金」が２９億５６２万９千円で５４．２％、

となっています。なお、「未収金」は、９億５，０２６万円で、このうち５，３２８万

円を「回収不能見込額」として控除しています。 

 

 ④負債 

   固定負債は、「地方公共団体」による地方債が４７９億６，４４７万８千円で 

７６．４％を占めており、次いで、「関係団体」による地方債が９０億７，４８７万５

千円で１４．４％となっています。 

   流動負債は、地方債の「翌年度償還予定額」が４６億９，２６７万５千円で 

４３．９％を占めており、次いで、土地開発公社などによる金融機関からの短期借入金

が４６億５，７８６万７千円で４３．６％となっています。 

 

 ⑤純資産 

   「資産」１，７６３億３，５１０万５千円から、「負債」７３５億８５８万３千円を

差し引いた「純資産」は、１，０２８億２，６５２万２千円となっています。 
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３ 連結行政コスト計算書の概要 

 ①経常行政コストの性質別の概要 

   平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの１年間の経常的な行政コストの

合計は４８１億７２６万８千円で、その内訳は、「移転支出的なコスト」が 

  ２６７億３，０８３万円（構成比率５５．６％）で最も多く、次いで、「物にかかるコ

スト」が１１６億３８万４千円（同２４．１％）、「人にかかるコスト」が 

７９億２，３０３万６千円（同１６．５％）、「その他のコスト」が 

１８億５，３０１万８千円（同３．８％）となっています。 

   経常行政コストの合計から分担金・負担金・寄附金、事業収益などの経常収益 

１５６億２，４８４万２千円を差し引いた「純経常行政コスト」は 

３２４億８，２４２万６千円となっています。 

 

 

（単位：千円）

22年度 構成比 21年度 構成比 前年度比較

経常行政コスト　Ａ 48,107,268 100.0% 45,984,566 100.0% 2,122,702

１　人にかかるコスト 7,923,036 16.5% 6,574,207 14.3% 1,348,829

　　（うち人件費） 6,600,883 13.7% 6,661,387 14.5% △ 60,504

２　物にかかるコスト 11,600,384 24.1% 11,618,332 25.3% △ 17,948

　　（うち物件費） 6,530,381 13.6% 6,519,894 14.2% 10,487

　　（うち減価償却費） 4,813,908 10.0% 4,815,947 10.5% △ 2,039

３　移転支出的なコスト 26,730,830 55.6% 25,699,685 55.9% 1,031,145

　　（うち社会保障給付） 21,637,244 45.0% 19,529,662 42.5% 2,107,582

　　（うち補助金等） 4,661,129 9.7% 5,883,458 12.8% △ 1,222,329

４　その他のコスト 1,853,018 3.8% 2,092,342 4.5% △ 239,324

　　（うち支払利息） 1,253,620 2.6% 1,457,949 3.2% △ 204,329

経常収益　Ｂ 15,624,842 100.0% 16,995,295 100.0% △ 1,370,453

１　使用料・手数料 551,849 580,074 △ 28,225

２　分担金・負担金・寄附金 6,582,866 8,102,387 △ 1,519,521

３　保険料 3,404,699 3,492,462 △ 87,763

４　事業収益 4,877,809 4,692,990 184,819

５　その他特定行政サービス収入 207,619 127,382 80,237

純経常行政コスト　（Ａ-Ｂ） 32,482,426 28,989,271 3,493,155

【連結行政コスト計算書（性質別の概要）】

 

 

 

  ア 人にかかるコスト 

    目的別では、「環境衛生」が２４億４，３９２万２千円で最も多く、次いで、「総

務」が２０億５，２５８万９千円、「福祉」が１４億６，０１０万４千円などとなっ

ています。「環境衛生」が多くなっているのは、阿伎留病院組合、秋川衛生組合、西

秋川衛生組合を連結したことによるものです。 
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  イ 物にかかるコスト 

 目的別では、「環境衛生」が４１億６，８８３万９千円で最も多く、次いで、「生活

インフラ・国土保全」が２４億９，０９０万９千円、「教育」が１８億４，４５８万

８千円などとなっています。 

 

  ウ 移転支出的なコスト 

    目的別では、「福祉」が２４２億４，１６３万円で最も多く、次いで、「消防」が 

９億４，６６５万２千円、「生活インフラ・国土保全」が６億４，２２９万１千円な

どとなっています。 

 「福祉」が多くなっているのは、国民健康保険、介護保険などの特別会計で実施す

る事業や東京都後期高齢者医療広域連合などを連結したことによるものです。 

 また、「産業振興」が昨年度に比べて少なくなっているのは、定額給付金給付事業

が終了したことなどによるものです。 

 

  エ その他のコスト 

    目的別では、「支払利息」が１２億５，３６２万円で最も多く、次いで、「福祉」が

２億６，０７８万４千円、「回収不能見込計上額」が１億５，５６２万２千円などと

なっています。 

 

 

②経常行政コストの目的別の概要 

 

（単位：千円）

22年度 構成比 21年度 構成比 前年度比較

48,107,268 100.0% 45,984,566 100.0% 2,122,702

生 活 イ ン フ ラ ・ 国 土 保 全 3,492,506 7.3% 3,298,262 7.2% 194,244

教 育 3,100,791 6.3% 2,872,722 6.3% 228,069

福 祉 26,800,525 55.7% 24,383,274 53.0% 2,417,251

環 境 衛 生 7,050,201 14.7% 6,869,019 14.9% 181,182

産 業 振 興 1,614,661 3.4% 2,720,243 5.9% △ 1,105,582

消 防 1,151,717 2.4% 1,134,444 2.5% 17,273

総 務 3,216,244 6.7% 2,811,676 6.1% 404,568

議 会 271,381 0.6% 247,627 0.5% 23,754

支 払 利 息 1,253,620 2.6% 1,457,949 3.2% △ 204,329

回 収 不 能 見 込 計 上 額 155,622 0.3% 189,350 0.4% △ 33,728

そ の 他 行 政 コ ス ト 0 0.0% 0 0.0% 0

15,624,842 100.0% 16,995,295 100.0% △ 1,370,453

使 用 料 ・ 手 数 料 551,849 580,074 △ 28,225

分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 6,582,866 8,102,387 △ 1,519,521

保 険 料 3,404,699 3,492,462 △ 87,763

事 業 収 益 4,877,809 4,692,990 184,819

その他特定行政サービス収入 207,619 127,382 80,237

32,482,426 28,989,271 3,493,155

【連結行政コスト計算書（目的別の概要）】

経常行政コスト　Ａ

経常収益　Ｂ

純経常行政コスト　（Ａ-Ｂ）
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   目的別で構成比率が最も高いのは「福祉」で、行政コスト全体の５５．７％を占めて

います。次いで、「環境衛生」が１４．７％、「生活インフラ・国土保全」が７．３％と

なっています。 

   「福祉」にかかるコストは２６８億５２万５千円で、コストの内訳は、社会保障給付

が２１５億３，７８０万８千円（構成比８０．４％）、補助金等が２４億６，９２９万

７千円（同９．２％）などとなっています。「福祉」の割合が高いのは、国民健康保険、

介護保険などの特別会計や東京都後期高齢者医療広域連合などによる給付活動に多額の

費用を要していることによるものです。 

 「環境衛生」にかかるコストは７０億５，０２０万１千円で、コストの内訳は、物件

費が２９億７，９７４万９千円（同４２．３％）、人件費が２２億３，０６０万８千円 

（同３１．６％）などとなっています。 

 「生活インフラ・国土保全」にかかるコストは、３４億９，２５０万６千円で、コス

トの内訳は、減価償却費が２１億９，３７７万４千円（同６２．８％）、補助金等が 

４億５，１０４万３千円（同１２．９％）などとなっています。 

   なお 行政コストをその性質ごとに、行政目的別に見ると図５のようになります。 

 

 

【図５】性質別目的別行政コスト 
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③経常収益 

   経常収益は、行政コストと同様、「福祉」が１０１億３，５６６万８千円で最も多く、

次いで、「環境衛生」が３５億９，９４０万１千円、「生活インフラ・国土保全」が 

９億５，５４７万６千円となっています。 
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４ 連結純資産変動計算書の概要 

  平成２２年度は、純経常行政コスト３２４億８，２４２万６千円に対して、一般財源収

入が１６５億１，９７５万９千円、経常的なコストに対する補助金収入が 

１４４億５，７３２万１千円などとなっています。 

  これらの結果、「純資産」は１，０２８億２，６５２万２千円となり、平成２１年度か

ら１５億１，８６１万７千円減少しています。 

（単位：千円）

22年度 21年度 前年度比較

期首純資産残高 104,588,403 103,672,720 915,683

純経常行政コスト △ 32,482,426 △ 28,989,271 △ 3,493,155

一般財源

地方税 10,621,454 10,669,067 △ 47,613

地方交付税 4,137,503 3,426,012 711,491

その他行政コスト充当財源 1,760,802 1,689,721 71,081

補助金等受入 14,457,321 13,706,457 750,864

臨時損益 △ 18,027 152,580 △ 170,607

資産評価替えによる変動額 △ 565 △ 12 △ 553

無償受贈資産受入 0 0 0

その他 0 669 △ 669

経費負担割合変更に伴う差額 △ 237,943 17,196 △ 255,139

期末純資産残高 102,826,522 104,345,139 △ 1,518,617

【連結純資産変動計算書（概要）】

項目

 

 

 

５ 連結資金収支計算書の概要 

  平成２２年度の収支は５億７，８７７万７千円のマイナスとなり、「期末歳計現金残

高」は、２０億７，７２０万３千円となりました。 

 

（単位：千円）

項目 22年度 21年度 前年度比較

１　経常的収支 4,021,601 4,797,565 △ 775,964

　　支出合計 42,393,928 41,855,541 538,387

　　収入合計 46,415,529 46,653,106 △ 237,577

２　公共資産整備収支 1,172,881 3,451,460 △ 2,278,579

　　支出合計 2,437,972 2,035,294 402,678

　　収入合計 3,610,853 5,486,754 △ 1,875,901

３　投資・財務的収支 △ 5,773,259 △ 7,726,994 1,953,735

　　支出合計 11,729,938 8,801,924 2,928,014

　　収入合計 5,956,679 1,074,930 4,881,749

当年度歳計現金増減額 △ 578,777 522,031 △ 1,100,808

期首歳計現金残高 2,653,742 2,131,238 522,504

経費負担割合変更に伴う差額 2,238 △ 3,209 5,447

期末歳計現金残高 2,077,203 2,650,060 △ 572,857

【連結資金収支計算書（概要）】
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６ 連結財務諸表と普通会計財務諸表の比較 

  連結会計と普通会計のそれぞれの財務諸表を比較する際の指標として、「連単倍率」が

あります。連単倍率とは、普通会計に対する連結会計の倍率で、通常は連結を行うと単体

より規模が大きくなることから、１以上になります。 

 

貸借対照表                          （単位：千円） 

区  分 連 結 普通会計 連単倍率 

資産 176,335,105 117,450,338 1.5 

負債 73,508,583 31,210,402 2.4 

純資産 102,826,522 86,239,936 1.2 

 

行政コスト計算書                       （単位：千円） 

区  分 連 結 普通会計 連単倍率 

経常行政コスト 48,107,268 26,366,777 1.8 

経常収益 15,624,842 961,025 16.3 

(差引)純経常行政コスト 32,482,426 25,405,752 1.3 

 

  行政コスト計算書の経常収益の連単倍率が大きいのは、普通会計が行政コストの多くを

経常収益には該当しない市税や地方交付税などの一般財源で賄っているのに対し、公営事

業等では、特定のサービスを提供するために、国民健康保険税、介護保険料、下水道使用

料などの経常収益で、市民の皆様から負担をいただいて運営を行っていることによるもの

です。また、平成２２年度の連単倍率１６．３倍は平成２１年度の連単倍率１０．４倍か

ら大きく伸びています。これは、平成２２年度のテレビ共同受信事業において、民間事業

者からの施設の譲渡とともに受けた負担金がなくなったことにより、普通会計の経常収益

が大きく減少したことなどによるものです。 
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【 財 務 書 類 ４ 表 】 
 

 

 

○普通会計財務書類４表 

 

・普通会計貸借対照表 

 

・普通会計行政コスト計算書 

 

・普通会計純資産変動計算書 

 

・普通会計資金収支計算書 

 

 

○連結財務書類４表 

 

・連結貸借対照表 

 

・連結行政コスト計算書 

 

・連結純資産変動計算書 

 

・連結資金収支計算書 
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（単位：千円）

[資産の部] [負債の部]

１　公共資産 １　固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方債 23,803,785

①生活インフラ・国土保全 51,140,841 (2) 長期未払金

②教育 32,233,659 ①物件の購入等

③福祉 2,324,021 ②債務保証又は損失補償

④環境衛生 3,832,473 ③その他

⑤産業振興 7,560,404 長期未払金計 0

⑥消防 1,113,646 (3) 退職手当引当金 4,279,385

⑦総務 15,878,649 (4) 損失補償等引当金 225,738

有形固定資産合計 114,083,693 固定負債合計 28,308,908

(2) 売却可能資産 432,906

公共資産合計 114,516,599 ２　流動負債

(1) 翌年度償還予定地方債 2,300,934

２　投資等 (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金） 0

(1) 投資及び出資金 (3) 未払金 0

①投資及び出資金 100,280 (4) 翌年度支払予定退職手当 471,746

②投資損失引当金 0 (5) 賞与引当金 128,814

投資及び出資金計 100,280 流動負債合計 2,901,494

(2) 貸付金 0

(3) 基金等 負　　債　　合　　計 31,210,402

①退職手当目的基金 0

②その他特定目的基金 1,263,279

③土地開発基金 0

④その他定額運用基金 22,973 [純資産の部]

⑤退職手当組合積立金 △ 82,458 １　公共資産等整備国都補助金等 23,453,645

基金等計 1,203,794

(4) 長期延滞債権 254,464 ２　公共資産等整備一般財源等 77,438,064

(5) 回収不能見込額 △ 75,081

投資等合計 1,483,457 ３　その他一般財源等 △ 14,658,445

３　流動資産 ４　資産評価差額 6,672

(1) 現金預金

①財政調整基金 774,900 純　 資　 産　 合　 計 86,239,936

②減債基金 765

③歳計現金 590,269

現金預金計 1,365,934

(2) 未収金

①地方税 117,858

②その他 3,228

③回収不能見込額 △ 36,738

未収金計 84,348

流動資産合計 1,450,282

資　　産　　合　　計 117,450,338 負 債 ・ 純 資 産 合 計 117,450,338

※１　他団体及び民間への支出金により形成された資産 ①生活インフラ・国土保全 千円

②教育 千円

③福祉 千円

④環境衛生 千円

⑤産業振興 千円

⑥消防 千円

⑦総務 千円

計 千円

　上の支出金に充当された財源 ①国都補助金等 千円

②地方債 千円

③一般財源等 千円

計 千円

※２　債務負担行為に関する情報 ①物件の購入等 千円

②債務保証又は損失補償 千円

（うち共同発行地方債に係るもの） 千円）

③その他 千円

※３　地方債及び翌年度償還予定地方債の合計額26,104,719千円のうち15,581,414千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※４　普通会計の将来負担に関する情報

　普通会計の将来負担額 55,689,222 千円

　[内訳]　普通会計地方債残高 26,104,719 千円 26,104,719 千円

　　　　　債務負担行為支出予定額 3,692,077 千円 0 千円 千円

　　　　　公営事業地方債負担見込額 15,342,409 千円 千円

　　　　　一部事務組合等地方債負担見込額 5,726,667 千円 千円

　　　　　退職手当負担見込額 4,597,612 千円 4,597,612 千円

　　　　　第三セクター等債務負担見込額 225,738 千円 225,738 千円 千円

　　　　　連結実質赤字額 0 千円 千円

　　　　　一部事務組合等実質赤字負担額 0 千円 千円

　基金等将来負担軽減資産 43,912,928 千円

　[内訳]　地方債償還額等充当基金残高 2,541,013 千円

　　　　　地方債償還額等充当歳入見込額 9,998,663 千円

　　　　　地方債償還額等充当交付税見込額 31,373,252 千円

　(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債 11,776,294 千円

※５　有形固定資産のうち、土地は46,578,963千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は54,329,179千円です。

280,197

0

4,092,234

0

0

0

0

2,562,307
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0

15,342,409

項目 金額

0

5,726,667

0

普通会計貸借対照表
（平成２３年３月３１日現在）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方

【(翌年度償還予定)地方債･
(長期)未払金･引当金】

【契約債務・偶発債務】

32,829

103,658

3,722,352
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99,210

650,364

3,692,077
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329,183

140,170
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（単位：千円）

人件費 投資及び出資金

物件費 貸付金

社会保障給付 基金積立額

補助金等 定額運用基金への繰出支出

支払利息 他会計等への公債費充当財源繰出支出

他会計等への事務費等充当財源繰出支出 地方債償還額

その他支出 長期未払金支払支出

支 出 合 計 支 出 合 計

地方税 国都補助金等

地方交付税 貸付金回収額

国都補助金等 基金取崩額

使用料・手数料 地方債発行額

分担金・負担金・寄附金 公共資産等売却収入

諸収入 その他収入

地方債発行額 収 入 合 計

基金取崩額 投 資 ・ 財 務 的 収 支 額

その他収入

収 入 合 計 翌年度繰上充用金増減額

経 常 的 収 支 額 当年度歳計現金増減額

期首歳計現金残高

期末歳計現金残高

公共資産整備支出

公共資産整備補助金等支出 ※1 一時借入金に関する情報

他会計等への建設費充当財源繰出支出 ① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。

支 出 合 計 ② 平成22年度における一時借入金の借入限度額は3,000,000千円です。

国都補助金等 ③ 平成22年度には一時借入金はありません。

地方債発行額 ※2 基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報

基金取崩額

その他収入 　収入総額 28,713,800 千円

収 入 合 計 　地方債発行額 △ 1,130,100 千円

公 共 資 産 整 備 収 支 額 　財政調整基金等取崩額 0 千円

　支出総額 △ 28,868,687 千円

　地方債元利償還額 2,222,202 千円

　財政調整基金等積立額 554,170 千円

　　基礎的財政収支 1,491,385 千円

△ 154,887

745,156

590,269

普通会計資金収支計算書
自　平成２２年４月　１日

至　平成２３年３月３１日

126,038

155,813

△ 4,468,580

0

25,347

0

0

4,428

2,315,199

0

4,624,393

0

26,120

925,217

0

1,357,857

３ 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部

0

１ 経 常 的 収 支 の 部

4,535,246

3,649,307

6,827,930

3,067,373

370,657

2,680,830

81,568

21,212,911

10,549,758

4,137,503

6,917,487

523,284

299,550

115,400

1,805,325

5,290

1,644,191

25,997,788

4,784,877

２ 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部

2,555,399

47,925

3,031,383

1,289,856

428,059

　　（臨時財政対策債は実質的な地方交付税として算定しています。）

△ 471,184

1,130,100

127,054

13,189

2,560,199
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（単位：千円）

[資産の部] [負債の部]

１　公共資産 １　固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方公共団体

①生活インフラ・国土保全 88,513,088 ①普通会計地方債 23,803,785

②教育 32,233,659 ②公営事業地方債 24,160,693

③福祉 2,338,448  地方公共団体計 47,964,478

④環境衛生 17,715,899 (2) 関係団体

⑤産業振興 7,759,219 ①一部事務組合・広域連合地方債 9,022,425

⑥消防 1,113,646 ②地方三公社長期借入金 0

⑦総務 16,087,446 ③第三セクター等長期借入金 52,450

⑧収益事業 255,132  関係団体計 9,074,875

⑨その他 0 (3) 長期未払金 51

有形固定資産計 166,016,537 (4) 引当金 5,774,882

(2) 無形固定資産 12,689 （うち退職手当等引当金） 5,549,144

(3) 売却可能資産 432,906 （うちその他の引当金） 225,738

公共資産合計 166,462,132 (5) その他 0

固定負債合計 62,814,286

２　投資等

(1) 投資及び出資金 297,110 ２　流動負債

(2) 貸付金 0 (1) 翌年度償還予定額

(3) 基金等 3,532,147 ①地方公共団体 3,882,539

(4) 長期延滞債権 542,593 ②関係団体 810,136

(5) その他 15  翌年度償還予定額計 4,692,675

(6) 回収不能見込額 △ 189,493 (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 4,657,867

投資等合計 4,182,372 (3) 未払金 252,844

(4) 翌年度支払予定退職手当 768,301

(5) 賞与引当金 236,726

３　流動資産 (6) その他 85,884

(1) 資金 2,905,629 流動負債合計 10,694,297

(2) 未収金 950,260

(3) 販売用不動産 625,895 負　　債　　合　　計 73,508,583

(4) その他 928,368

(5) 回収不能見込額 △ 53,280

流動資産合計 5,356,872

純　 資　 産　 合　 計 102,826,522

４　繰延勘定 333,729

資　　産　　合　　計 176,335,105 負債及び純資産合計 176,335,105

連結貸借対照表
（平成２３年３月３１日現在）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方
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（単位：千円）

純資産合計

期首純資産残高 104,588,403

純経常行政コスト △ 32,482,426

一般財源

地方税 10,621,454

地方交付税 4,137,503

その他行政コスト充当財源 1,760,802

補助金等受入 14,457,321

臨時損益

災害復旧事業費 0

公共資産除売却損益 6,387

投資損失 0

収益事業純損失 △ 24,414

回収不能見込額戻入 0

出資の受入・新規設立 0

資産評価替えによる変動額 △ 565

無償受贈資産受入 0

その他 0

経費負担割合変更に伴う差額 △ 237,943

期末純資産残高 102,826,522

連結純資産変動計算書
自　平成２２年４月 １ 日

至　平成２３年３月３１日
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（単位：千円）

人件費 投資及び出資金

物件費 貸付金

社会保障給付 基金積立額

補助金等 定額運用基金への繰出支出

支払利息 他会計への公債費充当財源繰出支出

他会計への事務費等充当財源繰出支出 地方債償還額

その他支出 長期借入金返済額

支 出 合 計 短期借入金減少額

地方税 収益事業純支出

地方交付税 その他支出

国都補助金等 支 出 合 計

使用料・手数料 国都補助金等

分担金・負担金・寄附金 貸付金回収額

保険料 基金取崩額

事業収入 地方債発行額

他会計補助金等 公共資産等売却収入

諸収入 長期借入金借入額

地方債発行額 短期借入金増加額

長期借入金借入額 収益事業純収入

短期借入金増加額 その他収入

基金取崩額 収 入 合 計

その他収入 投 資 ・ 財 務 的 収 支 額

収 入 合 計

経 常 的 収 支 額 翌年度繰上充用金増減額

当年度資金増減額

期首資金残高

公共資産整備支出 経費負担割合変更に伴う差額

公共資産整備補助金等支出 期末資金残高

他会計への建設費充当財源繰出支出

地方独立行政法人公共資産整備支出

一部事務組合・広域連合公共資産整備支出

地方三公社公共資産整備支出

第三セクター等公共資産整備支出

支 出 合 計

国都補助金等

地方債発行額

短期借入金借入額

基金取崩額

他会計補助金等

その他収入

収 入 合 計

公 共 資 産 整 備 収 支 額

13,189

1,996,180

2,437,972

1,341,115

0

0

0

3,610,853

10,913

1,172,881

12,897,995

563,714

432,457

0

6,137,712

316,081

1,805,325

3,327,364

4,794,143

0

１ 経 常 的 収 支 の 部

42,393,928

10,544,773

4,137,503

4,661,129

7,696,416

6,474,192

4,021,601

0

1,698,839

111,652

46,415,529

80,428

２ 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部

2,103,157

142,479

0

３ 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部

0

26,120

9,335

0

671,327

21,637,244

1,253,620

982,966

0

0

4,463,974

361,400

5,845,600

42,950

6,928

11,729,938

218,210

25,347

0

5,956,679

△ 5,773,259

0

4,888

0

5,285,600

2,077,203

連結資金収支計算書
自　平成２２年４月　１日

至　平成２３年３月３１日

0

△ 578,777

2,653,742

2,238

0

422,634
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第２編  財 政 白 書 



 

*  金額は、表示単位未満を四捨五入していますが、端数処理の関係で、合計数値や 

構成比が合わないことがあります。 

*  原則として、普通会計(地方財政状況調査)の平成７年度から平成２２年度までの決 

算数値を使用しています。 

*  住民基本台帳人口や職員数等については、各年度末３月３１日の人数を表記して 

います。また、住民１人当たり決算額の算出に当たっては、平成２３年３月３１日現在 

の住民基本台帳人口を用いています。 

*  本書中の「２６市」とは、あきる野市を含む都内２６市の平均値（平成１１年度までは 

２７市の平均値）です。また、「類似市」とは、市町村類型（人口や産業構造の態様が

類似している団体）が『Ⅱ－３』である国立・福生・狛江・東大和・清瀬・武蔵村山・稲

城・あきる野の８市をいいます。平成１７年度以前は、武蔵村山・羽村・あきる野の３市

が類似市となります。（８０ページ参照） 
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財政白書の作成に当たって 
 

我が国の経済は、東北地方太平洋沖地震の影響による原発停止に伴う生産業の低迷や世

界的な金融市場の混乱、円高の進行などが見られる中、依然として高い失業率、新卒者の

就職率の低下など大変厳しい状況に直面しています。 
このような状況の下、本市においても、長引く景気低迷の影響による市税の減収など、

財政運営に大きな影響が出ており、財政の健全化は喫緊の課題となっています。 
 本書は、本市の財政がどのような状況にあるのかを分析し、正しく把握する必要がある

ため、市財政の概況や歳入・歳出の状況、財政の弾力性などの推移について、都内の２６

市や類似市との比較を交えながら、決算状況の分析を行い、財政白書として取りまとめた

ものです。 

 

第１章 市財政の概況 
 
１ 財政とは 

財政とは、国や地方公共団体が、公共的な需要を充足するために、租税や公債などの

形で財源を調達及び管理し、必要な費用を支出する経済的な営みのことですが、分かりや

すく言えば、行政活動をお金で表したものであり、収入と支出ということになります。 
収入と支出は、一般会計又は特別会計のいずれかの会計に区分されて管理されますが、

それぞれ、予定としての予算と結果としての決算があります。これによって、行政活動を

数字により把握し、その活動内容を確認することができます。 

 
２ 会計の区分 

自治体における会計は、一般会計及び特別会計から構成されています。一般会計には、

自治体の行政運営に係る事務事業を処理するための基本的な経費が計上され、特別会計以

外のすべてを経理しています。一方、特別会計は、下水道などのように特定の事業を行う

場合や特定の歳入をもって特定の歳出に充てて事業を行う場合など、一般会計と区分して

経理する必要がある場合に設置されます。平成２２年度における特別会計は、国民健康保

険特別会計、老人保健特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産

区特別会計、下水道事業特別会計及びテレビ共同受信事業特別会計の７つの特別会計が設

置されています。 
これらの会計区分は、個々の自治体ごとに異なっていますので、自治体間の財政を統

一的な基準により比較をするために、国が実施する地方財政状況調査では「普通会計」と

いう区分が用いられています。本市の場合は、一般会計とテレビ共同受信事業特別会計が

対象となり、そのうち一般会計の決算額から学校給食納付金と地方債の借換債に係る収支

などを純計控除として除いた数値を「普通会計」として区分しています。 
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本書は、この「普通会計」をベースに、平成７年度との比較及び過去１０年間の推移

や各種の財政指標を分析し、あきる野市の財政（財政白書）として取りまとめたものです。 

 
３ 決算の推移 

歳入歳出決算の状況は、次表のとおりであり、歳入歳出差引額から翌年度に繰越すべ

き財源を除いた実質収支は、いずれの年度も黒字となっています。 
この実質収支は、黒字の額が多いほど良いといえるものではなく、一般的には標準財政

規模の３パーセントから５パーセント程度（実質収支比率）までが望ましいとされていま

す。本市の実質収支比率は、概ねこの範囲内で推移しています。 

 
 決算収支の推移                            （単位：千円、％） 

※平成２０年度以降の標準財政規模には、臨時財政対策債発行可能額が含まれています。 

決算額と実質収支比率の推移
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歳入総額 歳出総額 実質収支比率

 

区  分 7 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

歳 入 総 額 26,939,417 28,068,876 23,839,168 25,767,308 29,865,199 29,458,956 

歳 出 総 額 26,647,556 27,627,846 23,528,549 25,191,521 29,120,043 28,868,687 

歳入歳出差引額 291,861 441,030 310,619 575,787 745,156 590,269 

繰 越 財 源 4,120 8,721 0 5,285 90,823 72,392 

実 質 収 支 287,741 432,309 310,619 570,502 654,333 517,877 

単 年 度 収 支 △117,493 △18,964 △121,690 259,883 83,831 △136,456 

積 立 金 21,573 0 46 91 53,972 554,170 

繰 上 償 還 0 0 0 2,416 0 0 

積 立 金 取 崩 200,000 291,183 119,678 478,692 0 0 

実質単年度収支 △295,920 △310,147 △241,322 △216,302 137,803 417,714 

実 質 収 支 比 率 1.9 3.0 2.0 3.7 4.1 3.2 

標 準 財 政 規 模 14,780,717 14,477,832 14,571,936 15,579,055 15,783,018 16,313,647 

臨時財政対策債発行可能額  819,100 731,148 684,834 1,045,107 1,805,325 
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平成２２年度の実質単年度収支は、４億１，７７１万４千円となり、２年連続でプラ

スとなりました。実質単年度収支とは、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年

度収支に、財政調整基金積立金と市債繰上償還額を加え、財政調整基金取崩額を差し引い

たものです。 
本市では、施策を計画的に推進していくため、行政改革を確実に実行し、基金の確保

や債務残高の削減など、計画的な財政運営に努めていますが、引き続き、中・長期的な財

政見通しを通じて、収支のバランスに注意を払う必要があります。 

 
４ 平成２２年度決算の状況 

平成２２年度の歳入総額は２９４億５，８９５万６千円で、前年度と比較して 
４億６２４万３千円、率で１．４パーセントの減となり、歳出総額は 
２８８億６，８６８万７千円で、前年度と比較して２億５，１３５万６千円、率で 
０．９パーセントの減となりました。また、歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出

差引額は５億９，０２６万９千円となり、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収

支においても５億１，７８７万７千円の黒字となりました。 

 
５ 住民基本台帳人口 

平成７年度に７６，１０１人だった住民基本台帳人口は、年々増加しており、平成 
２２年度では８１，１５９人となり、平成７年度と比較して５，０５８人増加していま

す。 

住民基本台帳人口
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第２章 歳入の状況 
 

１ 歳入の推移 
歳入は、市税をはじめ、地方譲与税や地方交付税、地方特例交付金などの各種交付金、

保育料などの負担金、公共施設の使用料、住民票写し交付などの手数料、国や都からの補

助金・負担金等、基金からの繰入金、受託事業収入などの諸収入、臨時財政対策債や施設

整備の財源として国や金融機関などから借り入れる地方債などで構成されています。 
 

歳入の推移                              （単位：千円） 

区   分 7 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

市 税 10,572,204 10,577,182 11,538,722 11,459,228 11,009,719 10,549,758 

地方交付税 3,881,724 2,801,219 2,577,789 3,052,225 3,426,012 4,137,503 

国庫支出金 1,032,762 1,658,661 1,727,460 2,044,087 4,086,380 3,531,832 

都 支 出 金 4,325,929 3,209,461 3,390,702 3,706,033  4,104,086  4,675,511 

繰 入 金 813,571 576,924 430,856 810,437 216,137 231,350 

諸 収 入 1,755,944 189,287 184,013 224,540 178,665 141,522 

地 方 債 1,831,300 4,891,300 865,648 1,632,734 3,109,507 2,935,425 

そ の 他 2,725,983 4,164,842 3,123,978 2,838,024 3,734,693 3,256,055 

歳 入 総 額 26,939,417 28,068,876 23,839,168 25,767,308 29,865,199 29,458,956 

 

市税の構成比は、４０パーセント前後で推移していましたが、平成１９年度は所得税

から個人市民税への税源移譲により高くなっています。平成２０年度以降、市税の割合

は低くなっており、平成２１年度は、景気の急速な悪化による市税の減収や定額給付事

業による国庫支出金の割合が高くなったこと、また、平成２２年度は、長引く景気の低

迷による市税の減収や子ども手当の創設による地方交付税の増などにより３５．８パー

歳入決算額の構成比の推移
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セントと低くなっています。 

地方交付税の構成比は、平成１１年度の１９．７パーセントをピークに下降傾向にあ

りましたが、平成２２年度は１４．０パーセントとなり、ピーク時と比較して５．７ポ

イントの減となっています。前年度と比較すると雇用・地域活性化対策や子ども手当の

創設による増などにより２．５ポイントの増となっています。 
地方債の構成比は、平成１８年度では、あるきたくなる街あきる野整備事業債や中央

図書館建設事業債等の発行、平成２１年度は、「郷土の恵みの森構想」用地買収事業債等

の発行があったため高くなっていましたが、平成２２年度は「郷土の恵みの森構想」用

地買収事業債の発行額の減や減収補てん債の発行がなかったことにより低くなっていま

す。 

 
２ 市税 

   歳入の根幹を成す市税は、平成９年度の１１５億４，１８３万１千円をピークに減少

傾向にあり、平成１３年度にいったんは増収に転じていますが、平成１４年度以降は、

個人所得の低迷などによる個人市民税の減、企業収益の悪化などによる法人市民税の減

などにより減収となっています。平成１９年度は、個人市民税の定率減税の廃止や国か

ら地方への税源移譲により大幅に伸びていますが、所得譲与税が廃止されたことなどか

ら実質的な増収にはつながっていません。さらに、その後のリーマン・ショックを引き

金とした世界的な金融危機の影響により、景気は急速に悪化し、個人所得の減少や企業

の業績悪化等により、減収が続いています。また、市税の構成としては、個人市民税と

固定資産税が中心であり、この２税で約８割を占めています。 
平成２２年度の市民１人当たりの市税は、１２９，９８９円で、２６市では低いほう 

から２番目となっています。また、類似市と比較しても、本市が低くなっています。

市税の推移
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市税の推移
12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

10,938,200 11,289,540 11,070,133 10,619,550 10,455,347 10,694,928 10,577,182 11,538,722 11,459,228 11,009,719 10,549,758

１人当たり 139,464 143,170 139,378 133,216 130,847 133,199 131,864 142,730 141,519 135,778 129,989

173,321 174,510 169,601 163,667 162,010 165,932 170,901 180,414 178,695 173,924 170,073

163,174 163,953 158,631 149,746 148,793 149,593 145,612 156,667 156,458 153,463 149,027類似市１人当たり

（単位：千円、１人当たり単位：円）

区　　分

あきる野市

２６市１人当たり

 
 （１）個人市民税 

個人市民税は、平成１０年度以降、減収が続きましたが、平成１７年度以降、増収に転

じています。平成１７年度は税制改正により、配偶者への均等割課税や配偶者特別控除の

廃止など、平成１８年度は定率減税の段階的縮減や老年者控除の廃止、平成１９年度以降

は「三位一体の改革」に伴う税源移譲が実施されたことにより増収となっていますが、平

成２１年度以降は長引く景気の低迷の影響などにより、個人所得が落ち込んだため、減収

となっています。 
 

個人市民税の推移
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市税の構成比の推移
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（２）法人市民税 
法人市民税は、平成１３年度まで企業進出や法人所得の伸びにより増収傾向にありまし

たが、平成１４年度以降は企業収益の悪化や事業所の閉鎖などにより減収となっています。

平成１６年度から企業業績の好転により増収となっています。その後、リーマン・ショッ

クによる世界的金融危機の影響により、企業の業績悪化が見られたため、減収となってい

ますが、平成２２年度は前年度との比較で２，４１６万５千円の増収となっています。

法人市民税の推移

540,904
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（３）固定資産税 
固定資産税は、平成１４年度まで新増築家屋の増や企業進出による償却資産の増加に

より増収傾向にありました。その後、平成１７年度は新増築家屋の増加などにより一旦は

増収していますが、土地価格の下落や償却資産の設備投資の減少、既存家屋の減価などに

より減収しています。平成２２年度は、前年度と比較し、４９６千円の微増収となってい

ます。 

 
 

固定資産税の推移
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（４）市税滞納額と徴収率 
市税の滞納額は、平成１２年度をピークに、休日等の窓口開庁による納税の機会が増え

た平成１６年度以降も減少となっておりますが、平成２０年度以降は景気低迷の影響によ

り、増加傾向にあります。徴収率については２６市や類似市と比較すると高い水準で推移

しています。徴収率の向上は、収入の確保や納税者の負担の公平性からも重要であること

から、広報などを活用した納税に対する啓発、口座振替の推進や休日等の窓口開庁などを

利用した納税窓口の開設などを実施するとともに、催告状の早期の送付や差押え処分の実

施など、徴収体制の強化に努めています。なお、今後は、コンビニエンスストアによる収

納事務を導入するなど、更なる徴収体制の強化を図っていきます。 

市税滞納額の推移
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市税徴収率の推移
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３ 地方交付税 
地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも標準

的な行政サービスや基本的な社会資本が提供できるように財源を保障する制度です。 
本来、地方自治の観点からは、行政活動に必要な財源は、それぞれの地方公共団体がそ

の住民から徴収した地方税で賄うのが理想ですが、税収入の落ち込み等により、多くの地

方公共団体が必要な税収を確保できません。そこで、本来、地方の税収入とすべき財源を

国が地方に代わって徴収し、財政力の弱い地方公共団体に対して地方交付税として再配分

しています。 
地方交付税は、交付税総額の９４％が普通交付税、６％ が特別交付税として交付され

ます。特別交付税は、災害や地域固有の特殊な財政需要に対して配分されます。 
   地方交付税は、平成１１年度の５３億１，６８１万９千円をピークに減少しており、

特に、臨時財政対策債への振替措置や「三位一体の改革」による交付税総額の抑制、合併

算定替の縮減などにより、交付税額は大きく減少しました。平成２０年度以降は経済対策

に伴う加算措置などにより増加し、平成２２年度は雇用・地域活性化対策、子ども手当の

創設などにより増加しています。 
本市の市民１人当たりの地方交付税は、２６市や類似市と比較して、いずれの年度も本

市が高くなっています。また、平成２２年度の本市の市民１人当たりの地方交付税は 
５０，９８０円で、２６市では高いほうから２番目となっています。 

 

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

5,035,673 4,626,327 3,999,837 3,312,942 3,336,173 3,055,892 2,801,219 2,577,789 3,052,225 3,426,012 4,137,503

1人当たり 64,206 58,670 50,360 41,559 41,752 38,059 34,922 31,886 37,694 42,252 50,980

13,649 12,803 10,972 8,174 6,869 6,280 5,572 4,746 5,150 5,758 10,607

42,349 37,298 31,915 29,016 26,273 24,241 21,269 17,910 20,172 21,484 29,536

（単位：千円、１人当たり単位：円）

類似市１人当たり

地方交付税の推移

区分

あきる野市

２６市１人当たり

地方交付税の推移

3,999,837

2,801,219
2,577,789

3,052,225

4,137,503

3,426,0123,055,8923,336,173

4,626,327

5,035,673

3,312,942

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

年度

千円

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

円

一
人
当
た
り

あきる野市 ２６市１人当たり
あきる野市１人当たり 類似市１人当たり

地
方
交
付
税
交
付
額 



 ‐48‐ 

（１）普通交付税と臨時財政対策債 
普通交付税は、地方交付税法の規定に基づく一定の計算方法により、基準財政需要額と

基準財政収入額を算出し、基準財政需要額が基準財政収入額を上回ると、財源不足額が生

じるため、財源不足団体となり普通交付税が交付されます。 

本市は、平成１３年度以降、臨時財政対策債への振替措置や「三位一体の改革」により

減少していますが、平成２０年度以降、地域再生対策費の創設や後期高齢者医療制度の施

行による単位費用の増などにより、また、平成２２年度は子ども手当の創設などにより増

加しています。 
臨時財政対策債は、国の地方財政対策において、地方交付税の原資となる国税収入の

減収に伴う地方財源の不足に対処するため、従来の交付税特別会計借入金による方式に代

えて、平成１３年度以降、時限法により特例債として発行されているもので、算定された

発行可能額がそのまま基準財政需要額から振り替えられるため、普通交付税が減少するこ

ととなります。臨時財政対策債発行可能額は、平成１６年度以降、減少していますが、こ

れは、「三位一体の改革」により交付税の総額の抑制が行なわれたことなどにより減少し

ています。平成２１年度以降は従来の人口基礎方式に加え、人口基礎方式による臨時財政

対策債発行可能額を振り替えたときの財源不足額を基礎とした財源不足額基礎方式が導

入されたことなどにより増加しています。なお、臨時財政対策債の元利償還金相当額につ

いては、翌年度以降の普通交付税の算定において基準財政需要額に全額算入されます。 
 

普通交付税と臨時財政対策債発行可能額の推移
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（２）合併算定替 
合併算定替とは、合併関係市町村に係る普通交付税の算定方法の特例で、合併後の一定

期間に限って、普通交付税の額が合併前の状態における額より下回らないようにするため

の特別な算定方法です。すなわち、合併による経費の節減効果は、直ちに生まれるものば

かりではないため、合併によって交付税上の不利益を受けないよう、激変緩和措置が講じ

られています。 
本市の場合、平成１２年度をもって普通交付税の算定方法の特例による５年間の全額保

障期間が終了し、平成１３年度から１０年間が段階的縮減期間となります。そのため、平

成１３年度と平成１４年度は１０パーセント、平成１５年度と平成１６年度は３０パーセ

ント、平成１７年度と平成１８年度は５０パーセント、平成１９年度と平成２０年度は 
７０パーセント、平成２１年度と平成２２年度は９０パーセントの縮減率となり、 
平成２３年度からは、この合併算定替はあきる野市としての一本算定となります。 

                     

                                         

   合併算定替の財政措置イメージ図           

                       

   Ｈ8         Ｈ13  Ｈ15  Ｈ17  Ｈ19  Ｈ21  Ｈ23     
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 →全額保障   →段階的に縮減       →一本算定  

                    

（単位：千円）

区　　分 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

合併算定替縮減額 80,407 73,844 182,469 175,515 294,875 295,304 428,984 444,886 566,934 524,611

臨時財政対策債縮減額 3,954 7,722 50,200 32,374 38,614 33,677 42,785 40,079 79,978 138,155

普通交付税の段階的縮減額
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（３）特別交付税 
 特別交付税は、その年度に起こった災害など地域固有の特殊事情を考慮して、普通交

付税では補えない特別な財政需要に対して交付されます。平成２２年度の交付額は、 
６億２，００２万８千円となっています。 

特別交付税の推移
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４ 自主財源と依存財源 

自主財源とは、地方公共団体が自主的に収入し得る財源で、市税、分担金及び負担金、

使用料及び手数料、財産収入などがこれに当たります。一方、依存財源とは、国庫支出金

や地方交付税など国・都の基準により交付されるものです。歳入に占める自主財源の割合

が高いほど、その団体の財政運営の自主性と安定性が確保できることになります。 
自主財源の割合は、５０パーセント前後で推移していますが、投資的経費が多い年度は、

その財源を国・都支出金と地方債を中心に賄うため、自主財源である市税などの構成割合

が低くなります。 
平成２１年度以降は、小・中学校耐震補強事業や土地開発公社健全化事業に伴う地方債

の発行、地方交付税の増などにより、自主財源が５０パーセントを下回る状況となってい

ます。 

自主財源と依存財源の構成比の推移
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５ 収益事業収入 
収益事業収入は、東京都三市収益事業組合（あきる野市、多摩市、稲城市の三市で構成）

が江戸川区で行っている競艇事業からの収入です。ピーク時の平成３年度には１５億円の

収入があり、義務教育施設や都市基盤の整備などいわゆるハード事業に活用され、本市の

財政運営に大きく貢献してきましたが、バブル崩壊後、競艇事業の売上は大幅に落ち込み、

収益事業収入は大幅に減少しました。三市収益事業組合では、運営方法の改善や従事員の

削減、三連勝単式投票法の導入などの取組とともに、経営改善による損益分岐点の見直し

を行うなど、収益の改善に向けた努力を続けており、さらに、平成１６年度以降、日照時

間の長い夏場を利用し、開催時間を繰り下げたサマータイムを開催するなど、引き続き経

営の改善に努めています。 
また、施行者として、江戸川をはじめとする全国の競艇場の舟券を発売するボートピア

習志野を平成１８年９月２７日に開設し、都心から最も近い場外舟券発売場として利用さ

れています。   
平成２２年度は、三市収益事業組合主催による重賞レースの開催が少なかったことなど

により、減額となっています。 
 

収益事業収入の推移
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第３章 歳出の状況 
 

１ 性質別経費の推移 
地方公共団体の経費は、その経済的な性質によって、義務的経費、投資的経費及びそ

の他の経費に分けられます。 

性質別経費の推移                             （単位：千円） 

区  分 ７年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

義務的経費Ａ 9,508,418 11,745,885 12,165,981 12,485,830 12,690,200 13,955,924 

 人 件 費 5,070,851 4,652,932 4,586,710 4,626,853 4,502,245 4,442,138 

扶 助 費 2,651,084 4,727,940 4,983,534 5,162,794 5,538,327 6,827,930 

公 債 費 1,786,483 2,365,013 2,595,737 2,696,183 2,649,628 2,685,856 

投 資 的 経 費 6,403,317 5,330,702 827,191 1,648,823 3,344,029 3,076,566 

その他の経費 10,735,821 10,551,259 10,535,377 11,056,868 13,085,814 11,836,197 

 物 件 費 3,818,413 3,715,570 3,799,907 3,604,017 3,741,469 3,649,307 

維持補修費 136,049 79,829 73,771 84,297 100,342 81,568 

 補 助 費 等 4,201,638 3,743,730 3,705,833 3,990,318 5,176,789 3,873,068 

繰 出 金 2,375,858 2,937,912 2,929,442 3,317,199 3,218,343 3,280,917 

そ の 他 203,863 74,218 26,424 61,037 848,871 951,337 

歳 出 総 額 Ｂ 26,647,556 27,627,846 23,528,549 25,191,521 29,120,043 28,868,687 

Ａ／Ｂ 35.7% 42.5% 51.7% 49.6% 43.6% 48.3% 

※Ａ／Ｂは、歳出総額に占める義務的経費の割合 

歳出（性質別）構成比の推移
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義務的経費は、その支出が義務付けられ、任意に削減できない経費で、職員の給与な

どの人件費、生活保護費などの扶助費及び市債の元利償還金などの公債費です。 
投資的経費は、道路、学校及び各種公共施設の用地の取得や建設事業などの社会資本

の整備に要する経費です。 
その他の経費には、物件費、維持補修費、補助費等、繰出金などがあります。 
義務的経費は、その性格上、伸びを抑えることが極めて難しい経費ですが、歳出総額

に占める義務的経費の割合が高いと、財政構造は弾力性が乏しくなり、市が自主的な事

業を行うことが難しくなります。 
歳出総額に占める義務的経費は、平成７年度にあきる野ルピア、平成１８年度にある

きたくなる街あきる野整備事業や中央図書館などの建設事業があり、投資的経費が伸びた

ため割合が低くなっていますが、平成２２年度は定額給付事業の終了により補助費等が減

少し、さらに子ども手当給付事業等による扶助費が増加したため、４８．３パーセントと

なっています。 

 
２ 人件費 

人件費は、職員給、地方公務員共済組合等負担金、退職手当組合負担金、委員等報酬、

議員報酬手当等から構成されています。普通会計では、普通建設事業費、災害復旧事業費

又は失業対策事業費に係る職員の人件費は、投資的経費に含まれます。 
人件費は、平成１０年度の５１億９，３９４万６千円をピークに減少傾向にあり、平 

成２２年度は、４４億４，２１３万８千円となっています。 
 

人件費の推移
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12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

5,101,285 5,109,067 5,050,045 4,845,476 4,754,728 4,668,942 4,652,932 4,586,710 4,626,853 4,502,245 4,442,138

１人当たり 65,043 64,791 63,583 60,783 59,505 58,149 58,007 56,736 57,141 55,524 54,734

71,733 69,768 67,849 66,431 64,428 63,109 62,345 63,348 61,330 60,361 58,324

67,296 67,326 66,506 64,282 63,246 61,961 64,373 64,292 63,240 61,639 59,626類似市１人当たり

人件費の推移 （単位：千円、１人当たり単位：円）

区　分

あきる野市

２６市１人当たり

人
件
費 
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 市民１人当たりの人件費は、平成８年度の６７，６４３円をピークに減少傾向にあり、

平成２２年度は５４，７３４円で、２６市や類似市と比較して、いずれの年度も本市が低

くなっています。 
 

（１）職員給 
職員給は、職員の給料、地域手当、期末勤勉手当などの諸手当を合わせたものです。 
平成７年度の職員給を１００とした場合、平成２２年度は７５まで下がっています。ま

た、職員給のピークは平成９年度で３８億４，０１３万４千円でしたが、平成２２年度は

職員数の減などにより２７億６，１３０万円となり、平成９年度と比較して 
１０億７，８８３万４千円、率で２８．１パーセントの減となっています。 
 

職員給の推移
（平成７年度を１００としたグラフ）
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職員給の推移                             （単位：千円） 

区  分 7 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

職 員 給 3,665,405 3,208,413 3,155,766 3,120,544 2,872,295 2,761,300 

 指 数 100 88 86 85 78 75 

 
（２）職員数 
職員数は、平成７年度は６２０人でしたが、「職員定員管理計画」に基づく退職者の補

充抑制などにより、平成２２年度は４５９人となり、１４年間で１６１人の削減が図ら

れています。 

職員数の推移
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（３）ラスパイレス指数 
ラスパイレス指数は、学歴別・経験年数別に分類し、国家公務員の給料を１００として、

本市の職員の給料と比較したものです。 
 

区　分 7年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

旧秋川市 104.8 － － － － － － － － － － －

旧五日市町 103.4 － － － － － － － － － － －

あきる野市 － 101.6 101.0 100.6 100.5 98.4 98.8 99.0 99.4 99.5 99.1 98.7

26市 － 104.7 104.5 104.4 103.7 101.5 101.5 101.5 102.6 102.7 102.8 101.8

類似市平均 － 102.7 102.1 101.9 101.6 99.6 99.9 100.8 101.6 101.8 101.3 101.3

(参考)全国市平均 － 101.7 101.4 101.2 100.7 98.2 97.6 97.4 97.9 98.3 98.4 98.8

 
本市のラスパイレス指数は、平成８年度以降、緩やかに下がり続け、平成１６年度は国

家公務員の学歴別の退職者に変動があり、一時的に給与水準が上がったため、本市の指数

が下がっています。平成２２年度は９８．７となっており、２６市や類似市と比較すると、

いずれの年度も低く、ほぼ同様に推移しています。 
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３ 扶助費 
扶助費は、児童福祉法、生活保護法、障害者自立支援法などに基づく社会保障制度の

一環として対象者にサービスなどを提供するための費用です。 
 

扶助費構成比の推移
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扶助費と財源内訳の推移                         （単位：千円） 

区  分 7 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

扶  助  費 2,651,084 4,727,940 4,983,534 5,162,794 5,538,327 6,827,930 

 社会福祉費 317,111 716,127 798,655 880,671 965,630 1,067,356 

老人福祉費 675,696 28,591 22,884 20,992 22,631 20,068 

児童福祉費 1,337,923 2,967,836 3,180,772 3,189,136 3,332,595 4,352,127 

生活保護費 302,592 948,212 913,973 1,003,388 1,139,309 1,304,252 

そ の 他 17,762 67,174 67,250 68,607 78,162 84,127 

財

源

内

訳 

国庫支出金 655,019 1,538,766 1,614,636 1,694,069 1,931,424 2,866,345 

都 支 出 金 934,430 1,210,965 1,421,960 1,555,245 1,663,984 1,761,196 

そ の 他 327,090 288,838 301,585 287,283 289,687 291,576 

一 般 財 源 734,545 1,689,371 1,645,353 1,626,197 1,653,232 1,908,813 

 
扶助費は、平成１２年度の介護保険制度の導入により、従来、老人福祉費として支出

していた経費が介護保険特別会計への繰出金となったため一時的に減少しましたが、生活

保護費や障害福祉サービス費の増加などにより年々増加し、平成２２年度は子ども手当給

付事業等の増により、６８億２，７９３万円となっています。平成７年度決算と比較する

と倍増しており、２６市や類似市の扶助費についても、ほぼ同様に推移しています。 
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扶助費の推移
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12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

3,120,904 3,297,399 3,573,344 4,055,821 4,332,198 4,506,033 4,727,940 4,983,534 5,162,794 5,538,327 6,827,930

１人当たり 39,792 41,817 44,990 50,878 54,217 56,120 58,942 61,645 63,759 68,302 84,130

45,795 47,941 50,993 55,229 58,995 60,296 61,530 64,761 67,132 71,602 89,026

52,824 55,180 59,284 64,412 67,873 69,006 67,380 70,539 72,742 77,644 95,382

あきる野市

２６市１人当たり

類似市１人当たり

（単位：千円、１人当たり単位：円）扶助費の推移

区　分

  生活保護費や障害者サービス費などの扶助費と国民健康保険特別会計や介護保険特別会 
 計などへの繰出金を合わせた社会保障関係経費といわれる分野に充当した一般財源は、 

平成７年度は１２億６，８２４万７千円でしたが、平成２２年度は 
３８億７，５１０万６千円となり、２６億６８５万９千円の増加となっています。 

 
社会保障関係経費に充当した一般財源と市税収入の推移            （単位：千円） 

区  分 7 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

扶 助 費 ①  723,536 1,622,945 1,579,047 1,558,712 1,577,548 1,826,405 

  社 会 福 祉 費 135,451 279,107 260,806 297,021 299,650 341,819 

老 人 福 祉 費 182,965 24,111 19,996 18,953 21,036 18,401 

児 童 福 祉 費 356,128 1,135,070 1,112,584 1,023,905 1,020,915 1,157,549 

生 活 保 護 費 48,992 184,657 185,661 218,833 235,852 308,556 

災 害 救 助 費 0 0 0 0 95 80 

繰 出 金 ② 544,711 1,782,561 1,797,501 1,988,157 1,965,865 2,048,701 

  国民健康保険特別会計 341,037 848,538 831,085 808,420 789,680 786,812 

老 人 保 健 特 別 会 計 203,674 355,198 371,512  48,453  6,186    333 

介 護 保 険 特 別 会 計 0 578,825 594,904 615,565 625,859 634,613 

後期高齢者医療特別会計 0 0 0 515,719 544,140 626,943 

社 会 保 障 関 係 経 費 

①  ＋  ② 
1,268,247 3,405,506 3,376,548 3,546,869 3,543,413 3,875,106 

市 税 収 入 10,572,204 10,577,182 11,538,722 11,459,228 11,009,719 10,549,758 

扶
助
費 
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市税収入との比較では、平成７年度を１００とした場合、平成２２年度の市税収入が 
１００であるのに対し、社会保障関係経費に充当した一般財源は３０６で、約３．１倍と

大幅に伸びています。 

社会保障関係経費に充当した一般財源と市税収入の推移
（平成７年度を１００としたグラフ）
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本市の６５歳以上の住民基本台帳人口は、平成７年度の９，７８３人に対し、平成２２

年度は１９，１２３人で、１．９倍以上に増加しています。このように、高齢化が進んで

いることも、社会保障関係経費の増加要因のひとつとなっています。 

６５歳以上人口の推移

19,123
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４ 公債費 

公債費は、市が学校の建設や道路の整備など、社会資本の整備に充てるために借り入

れた市債（借入金）を返済する費用のことです。 
公共施設などの整備には多額の資金が必要となるため、市債の発行により財源を確保

しています。また、市債は、現在施設を利用されている方だけではなく、これから利用

６５
歳
以
上
人
口 

指
数 
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される世代の方々にも負担していただくことで、世代間の負担の公平を図るという視点

からも活用しているものです。 

公債費の推移
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12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

1,961,241 1,941,562 2,071,090 2,068,989 2,068,451 2,212,595 2,365,013 2,595,737 2,668,503 2,649,628 2,685,856

 うち減税補てん債 202,640 205,269 233,114 241,052 222,607 262,644 284,241 296,506 303,417 309,542 312,099

 うち臨時財政対策債 0 0 4,564 9,402 32,008 123,366 222,888 314,632 368,210 419,552 463,654

25,006 24,622 26,076 25,954 25,886 27,557 29,484 32,108 33,297 32,677 33,094

26,498 26,715 26,772 25,923 26,372 24,840 25,234 25,616 25,014 24,329 23,490

22,457 22,248 23,506 23,074 20,694 22,698 25,249 26,706 26,641 26,775 26,574類似市１人当たり

（単位：千円、１人当たり単位：円）

区　　分

公債費の推移

あきる野市

２６市１人当たり

あきる野市１人当たり

                        

市民１人当たりの公債費は、２６市や類似市との比較では、平成１７年度以降、本市

が高くなっています。平成２２年度は３３，０９４円となり、２６市では高いほうから

３番目となっています。 
繰上償還の実施や利率の高い市債について低金利な市債に借換えをするなど、公債費

の抑制に努めていますが、合併市町村まちづくり推進事業や国の政策による臨時財政対

策債の発行、更に小・中学校の耐震補強事業の取組みなどにより、公債費は、当面高い

水準が続く見込みです。 
 

５ 投資的経費 
投資的経費は、道路、公園、学校などの整備に要する経費です。内訳としては、国の

補助を受けて実施する補助事業と、それ以外の単独事業があります。 
本市では、平成７年の合併以降、平成１８年度まで新市建設計画に基づく合併市町村

まちづくり推進事業として計画的に道路や公共施設等の整備を行ってきました。平成 
２２年度は、小・中学校校舎耐震補強工事や「郷土の恵みの森構想」用地買収事業など

により、投資的経費が３０億７，６５６万６千円となっています。 

公
債
費 
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投資的経費の財源としては、地方債が多くを占めていますが、新市建設計画に基づく

投資的経費については、元利償還金が普通交付税の基準財政需要額に算入される旧地域

総合整備事業債を積極的に活用してきました。 
また、投資的経費に充当されている一般財源は、平成７年度は 

２０億９，６６７万３千円ありましたが、その後は減少を続け、平成２２年度は 
５億３９５万７千円となり、平成７年度の約４分の１まで減少しています。 

 
投資的経費と財源内訳の推移                      （単位：千円） 

区  分 7 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

投 資 的 経 費 6,403,317 5,330,702   787,727 1,648,823 3,344,029 3,076,566 

 補 助 事 業 278,114 74,923 34,243 358,776 598,408 706,040 

単 独 事 業 6,125,203 5,255,779   753,484 1,290,047 2,745,341 2,369,535 

そ の 他 0 0 0 0 280 991 

 
 

 

財

源

内

訳 

国 庫 支 出 金 83,888 31,924  5,196 207,176 355,536 351,786 

都 支 出 金 1,692,930 648,650 406,623 440,704 483,871 920,370 

地 方 債 1,003,700 3,971,900    34,300 701,100 1,991,100 1,130,100 

そ の 他 1,526,126  28,982 43,014 25,048 29,311 170,353 

一 般 財 源 2,096,673 649,246 298,594 274,795 484,211 503,957 

 

投資的経費の推移
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投
資
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経
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投資的経費の財源の推移
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投資的経費に充当した一般財源の推移
（平成7年度を１００としたグラフ）
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６ その他の経費 
その他の経費には、物件費、維持補修費、補助費等、繰出金などがあります。 
平成２２年度決算でこれらの経費の歳出総額に占める割合は、物件費１２．６パーセ

ント、補助費等１３．４パーセント、繰出金１１．４パーセントなどとなっています。 
 

（１）物件費 

物件費には、臨時職員の賃金、事業用消耗品などの需用費、通信料などの役務費、委

託料、使用料及び賃借料、備品購入費などがあります。 
物件費のうち、大きな割合を占めているのが委託料です。委託料には、経常的に支出

する公共施設の維持管理経費が多く含まれています。 

物件費の推移
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物件費の推移

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

あきる野市 3,619,722 3,777,346 3,776,780 3,758,084 4,067,951 4,043,769 3,715,570 3,799,907 3,604,017 3,741,469 3,649,307

１人当たり 46,152 47,903 47,552 47,143 50,910 50,363 46,321 47,004 44,509 46,142 44,965

47,060 47,757 47,912 46,727 46,526 46,721 46,445 48,652 47,241 50,264 49,662

47,056 49,190 50,912 50,375 51,816 51,039 43,741 44,023 42,053 45,611 44,611

２６市１人当たり

類似市１人当たり

区　分

（単位：千円、１人当たり単位：円）

 
本市は、平成１４年に環境マネジメントシステムの国際規格ＩＳＯ１４００１の認証

を取得し、平成２０年度には自己決定方式に切り替え自己適合宣言を行い、省エネルギ

ー、リサイクルに取り組み、経費節減を図ってきました。平成１６年度はごみの戸別収

集有料化に伴うごみ有料袋製造及び配送等委託料により増加していますが、平成１８年

度からは、当初予算編成に行政評価システムに基づく一般財源の施策別枠配分方式を導

入し、限られた財源の中で経費の節減を図ったため減少しています。平成２２年度は東

京都知事及び参議院議員選挙の執行や緊急雇用創出事業等がありましたが、定額給付事

業の終了により減少しています。 

物
件
費 
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（２）補助費等 
補助費等には、一部事務組合の負担金や消防事務委託金のほか、各種団体に対する補

助金などがあります。 

補助費等構成比の推移
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補助費等では、一部事務組合の西秋川衛生組合、秋川衛生組合、阿伎留病院組合及び

秋川流域斎場組合に対する負担金が大きな割合を占めており、平成２２年度の負担金総

額は、１６億３，６４７万７千円で、４２．３パーセントとなっています。また、東京

消防庁事務委託金は９億１，６０９万６円で、２３．７パーセントを占めています。平

成２１年度は、定額給付金の給付事務により補助交付金が大幅に増加しておりますが、

平成２２年度は、定額給付事業が終了したため減少しています。 
 

補助費等の推移
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12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

4,186,963 3,800,595 3,659,686 3,625,385 3,637,670 3,774,656 3,743,730 3,705,833 3,990,318 5,176,789 3,873,068

１人当たり 53,385 48,198 46,077 45,478 45,525 47,011 46,672 45,840 49,280 63,843 47,722

35,597 36,062 36,821 35,201 34,612 34,099 33,735 33,862 34,946 50,450 34,910

46,978 47,692 46,391 45,390 44,851 48,430 40,135 40,238 39,476 54,919 39,389

（単位：千円、１人当たり単位：円）

類似市１人当たり

補助費等の推移

あきる野市

２６市１人当たり

区　分

 

市民１人当たりの補助費等は、２６市と比較するといずれの年度も高く推移していま

す。これは、ごみ、し尿、病院、火葬場などの運営を一部事務組合で行っていることに

よるものです。また､平成２２年度の一部事務組合に対する負担割合は下表のとおりです。 
 

一部事務組合負担金の負担割合（平成２２年度）

70.9

73.7

59.3

76.8

29.1

26.3
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23.2
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西秋川衛生組合

％

あきる野市 他の構成団体

 

 
（３）繰出金 
繰出金は、主に一般会計と特別会計との間でやりとりする経費のことであり、 

平成２２年度は５つの特別会計に支出しています。 
 

繰出金の推移                              （単位：千円） 

区  分 7 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

特

別

会

計 

下水道事業特別会計  1,811,352 1,057,007 1,021,959 1,186,718 1,104,410 1,042,964 

国民健康保険特別会計 351,049 943,465 932,677 885,517 870,104 905,450 

老人保健特別会計 203,674 355,198 371,512  48,453   6,186  333 

介護保険特別会計 0 582,242 603,294 622,084 631,340 640,088 

後期高齢者医療特別会計  0 0 0 574,427 606,303 692,082 

そ の 他 9,783 0 0 0 0 0 

合   計 2,375,858 2,937,912 2,929,442 3,317,199 3,218,343 3,280,917 
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各会計への繰出金の推移
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繰出金は、国民健康保険特別会計及び老人保健特別会計の医療費の増や、平成１２年

度からは介護保険制度が導入され、法定負担分が繰出金として新たに生じたことなどに

より増加しています。平成１７年度以降、下水道事業特別会計内で資本費平準化債や地

方交付税への算入方法の変更に伴う下水道事業債（特別措置分）の発行により減少して

いましたが、平成２０年度以降、後期高齢者医療制度の創設により増加しています。 
本市では、下水道整備を重要施策として進めているため、下水道事業特別会計への繰

出金が高い割合となっています。下水道整備は、平成１３年度に市街化区域の整備をほ

ぼ完了しており、平成１４年度以降は市街化調整区域の整備に着手しています。下水道

整備普及率は、平成７年度は４７パーセントでしたが、平成２２年度は９１パーセント

となりました。 

繰出金の推移
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12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

2,986,191 3,199,638 3,142,812 3,327,454 3,385,745 3,148,707 2,937,912 2,929,442 3,317,199 3,218,343 3,280,917

１人当たり 38,075 40,577 39,570 41,741 42,372 39,215 36,626 36,236 40,967 39,690 40,426

30,912 31,962 32,412 34,453 34,617 34,772 33,861 35,029 34,821 34,485 39,329

37,952 39,107 38,303 42,557 42,588 40,743 34,626 34,917 36,732 36,722 38,867

２６市１人当たり

類似市１人当たり

繰出金の推移
区　分

あきる野市

（単位：千円、１人当たり単位：円）

 

下水道整備普及率の推移

9191

86

9090
8887

8483
81

79

75

69

61

55

47

30

40

50

60

70

80

90

100

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

※　整備普及率 ＝ 整備済区域内人口 ÷ 住民基本台帳人口

％

 
 
７ 目的別経費の推移 

地方公共団体の経費は、その行政目的によって、総務費、民生費、土木費、教育費な

どに大別されます。平成７年度と平成２２年度を比較した場合、民生費、衛生費、土木

費、教育費、公債費が大きく変動しています。 
 

目的別経費の推移                           （単位：千円） 

区  分 7 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

総 務 費 3,628,029 3,928,787 2,818,919 2,849,451 3,649,899 3,776,187 

民 生 費 4,871,710 8,117,068 8,487,969 8,861,240 9,303,673 10,761,135 

衛 生 費 2,760,829 2,982,385 2,954,936 3,599,247 4,922,162 4,037,847 

土 木 費 6,200,813 2,500,691 2,080,235 2,345,318 2,195,890 2,173,641 

消 防 費 1,248,876 1,072,961 1,085,959 1,107,719 1,101,963 1,155,061 

教 育 費 4,356,079 4,036,281 2,490,646 2,820,933 3,109,075 3,134,251 

公 債 費 1,786,491 2,365,013 2,595,737 2,696,183 2,649,628 2,685,856 

そ の 他 1,794,729 2,624,660 1,014,148   911,430 2,187,753 1,144,709 

歳 出 総 額 26,647,556 27,627,846 23,528,549 25,191,521 29,120,043 28,868,687 

 
 

年度 

整
備
普
及
率 
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民生費は、生活保護費や障害福祉サービス費などの増加により、平成２２度は 
１０７億６，１１３万５千円となり、平成７年度と比較して５８億８，９４２万５千円、率

で１２０．９パーセントの増となっています。 

 衛生費は、平成７年度は２７億６，０８２万９千円でしたが、平成２２年度は、「郷土

の恵みの森構想」用地買収等により、４０億３，７８４万７千円となり、率で４６．３

パーセントの増となっています。 
土木費は、平成７年度は６２億８１万３千円でしたが、平成２２年度は下水道事業特

別会計繰出金や五日市街道歩道設置物件補償及び武蔵増戸駅南口まちづくり用地買収事

業等を実施し、他に大規模な建設事業を実施していないため、２１億７，３６４万１千

円となり、率で６４．９パーセントと大幅な減となっています。 
教育費は、平成７年度以降、あきる野ルピア建設事業をはじめ、小・中学校大規模改

造事業、秋川体育館・中央公民館整備事業、東部図書館建設事業、中央図書館建設事業

などの施設整備を計画的に実施しており、構成比も高く推移しています。平成２２年度

は小・中学校校舎耐震補強工事やあきる野ルピア防火設備改修工事等を実施しています

が、他に大規模な改修等を実施していないため、平成７年度と比較して 
１２億２，１８２万８千円、率で２８．０パーセントの減となっています。 

 

歳出（目的別）構成比の推移
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 -68- 

民生費と土木費の推移

10,761,135

9,303,673
8,861,240

8,487,969
8,117,068

4,871,710

2,173,6412,195,8902,345,3182,080,235
2,500,691

6,200,813
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2,000,000

4,000,000
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民生費 土木費

 
 

 
 

 
総務費･･････庁舎管理、広報発行、戸籍謄（抄）本・住民票交付、市税の賦課・ 

      徴収、選挙、監査などに係る経費 

民生費･･････高齢者、障がい者、児童福祉、生活保護などに係る経費 

衛生費･･････市民の健康保持などの保健衛生やごみ処理などの清掃に係る経費 

土木費･･････道路・橋りょう、公園、都市計画、区画整理などに係る経費 

消防費･･････消防及び防災に係る経費 

教育費･･････学校教育やスポーツ、公民館、図書館などの社会教育に係る経費 

公債費･･････市が借入れた地方債の元金及び利子の償還並びに一時借入金に対 

      する利払いに係る経費 

その他･･････議会費、労働費、農林水産業費、商工費、災害復旧費、諸支出金、 

      予備費 

総
額 



 ‐69‐ 

第４章 基金と債務の状況 
 
１ 基金の残高 

本市は、年度間の財源調整を図るための「財政調整基金」や特定の事業に充てるため

の特定目的基金など、１１の基金を設置しています。 

基金の残高の推移

1,292,485

601,038

1,335,214

1,728,719

2,182,284

2,698,4942,759,492

2,829,8242,500,235
2,684,512

2,038,944

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

千円

年度

財政調整基金

その他の基金

うち庁舎建設基金

基金の残高の推移（過去５年間）                     （単位：千円） 

区 分 7 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

財政調整基金 1,921,667   764,991 645,359 166,758 220,730 774,940 

その他の基金 6,433,013   963,728 689,855 434,280 1,071,755 1,264,044 

基金の残高 8,354,680 1,728,719 1,335,214   601,038 1,292,485 2,038,944 

  

財政調整基金残高（市民1人当たり）の推移
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あきる野市 ２６市 類似市

 基金残高の総額は、平成７年度末では８３億５，４６８万円（うち庁舎建設基金 
３４億７，２１４万７千円）ありましたが、厳しい財政状況の下、計画的な施策展開を

図る中で、市税収入の低迷などによる歳入不足を補うため、その活用を図った結果、平

成２２度末の基金の残高は２０億３，８９４万４千円となり、平成７年度の約２４パー

セントとなっています。 

基
金
総
額 

財
政
調
整
基
金
残
高
一
人
当
た
り 



 ‐70‐ 

また、財政調整基金は、平成２２年度においては、総額目標を標準財政規模の一割程

度と定め、繰越金等の財源を中心に積み立てを行った結果、７億７，４９０万円となり､

平成７年度の約４０パーセントまで増加しています。 

なお、特定目的基金のうち庁舎建設基金は、新庁舎の完成に伴い平成１４年３月３１

日に廃止となっています。 

本市の市民１人当たりの財政調整基金の残高は、平成２２年度が増加傾向にあるもの

の、２６市の１９，３４６円に対し、本市が９，５４８円となっています。 

 

２ 地方債の残高 

地方債は、世代間の負担の公平性を図る役割があり、公債費比率、実質公債費比率な

どが適正な範囲内であれば有効に活用すべきとされています。 

 

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

17,875,522 18,567,854 19,333,022 21,796,082 23,201,967 23,566,719 26,604,943 25,311,256 24,647,297 25,484,493 26,104,719

 うち減税補てん債 3,097,946 3,125,519 3,125,161 3,147,756 3,185,112 3,095,473 2,947,019 2,684,800 2,412,775 2,131,597 1,844,705

 うち臨時財政対策債 0 383,200 1,189,700 2,854,700 4,052,000 4,876,546 5,537,988 6,032,105 6,433,493 7,148,431 8,587,058

227,917 235,471 243,412 273,418 290,369 293,509 331,679 313,091 304,389 314,290 321,649

244,368 239,579 237,379 240,529 237,741 233,365 227,468 216,975 210,239 208,670 211,241

197,105 197,101 202,742 219,050 238,388 245,644 251,419 243,446 233,751 231,213 232,670

28,473,439 28,712,636 28,643,861 28,234,869 27,695,419 27,301,829 27,204,937 27,083,123 26,769,273 26,310,991 25,742,298

2,955,873 3,770,386 3,569,148 3,449,865 4,175,010 14,284,713 15,734,678 15,629,045 14,750,363 14,038,773 13,222,613

（単位：千円、１人当たり単位：円）

 (参考)下水道会計

 (参考)一部事務組合

地 方 債 現 在 高 の 推 移

２６市１人当たり

類似市１人当たり

区　　分

あきる野市

あきる野市１人当たり

（参考）一部事務組合において平成１７年度に増加がみられるのは、阿伎留医療センターで施設整備事業及び 

機械器具整備事業に係る地方債の発行があったためです。 

 

地方債現在高は、小・中学校校舎耐震補強事業債や「郷土の恵みの森構想」用地買収

事業債等の発行により、平成２２年度末で２６１億４７１万９千円となっています。 

この中には、国の政策により発行された減税補てん債と臨時財政対策債が合わせて 

１０４億３，１７６万３千円含まれています。 

地方債現在高の推移
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市民１人当たりの地方債現在高は、平成１３年度まで２６市より低く推移してきまし

たが、平成１４年度からは２６市や類似市より高くなっています。 
 

３ 債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額 
市が翌年度以降にわたる債務を負担する場合、その事項、期間及び限度額をあらかじ

め決定しておかなければなりません。これを債務負担行為といいます。 
例えば、市営住宅建設工事のように、着工から完成まで複数年を要し、かつ、契約を

分割することが困難であり、当該年度において総額を契約する場合や土地開発公社に委

託した公有地等の買戻しや造成等の債務保証をする場合などについては、あらかじめ契

約の限度額を定めておき、当該年度の予算計上分と合わせて、翌年度以降に負担する債

務の総額を債務負担行為として予算に定めています。 
 

債務負担行為に基づく翌年度以降支出予定額の推移

13,065,961
12,368,691

11,237,764
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12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

14,638,662 13,065,961 12,368,691 11,237,764 9,905,914 11,978,510 8,297,351 8,152,876 7,656,296 5,684,711 4,598,169

１人当たり 186,646 165,698 155,728 140,971 123,971 149,185 103,441 100,848 94,554 70,107 70,628

111,425 88,953 79,462 77,424 77,300 80,934 73,716 87,615 67,718 63,597 56,656

93,981 117,925 106,413 212,464 205,481 219,384 93,341 103,072 95,371 88,260 101,260類似市１人当たり

２６市１人当たり

債務負担行為に基づく翌年度以降支出予定額の推移

区　　分

あきる野市

（単位：千円、１人当たり単位：円）

 

平成２２年度における本市の債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額は、 
４５億９，８１６万９千円となっています。平成２２年度の市民１人当たりの翌年度以

降支出予定額は、土地開発公社が保有する先行取得用地の買戻しなどにより、 
７万６２８円となっており、２６市と比較するといずれの年度も本市が高くなっていま

す。 
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４ 市の将来債務 
地方債現在高に債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額を加え、これから積立

金現在高を差し引いた「将来にわたる実質的な財政負担」は、平成２２年度は市民１人

当たり３５万３，１８３円となっています。平成２０年度と比較すると減少しています

が、２６市と比較すると本市が高く推移しています。 
 

将来にわたる実質的な財政負担（市民1人当たり）の推移

353,183

368,457

391,520397,424

413,569435,230 415,515
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将来にわたる実質的な財政負担（市民１人当たり）の推移

区　　分 7年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

あきる野市 435,230 380,335 369,462 363,511 379,773 380,569 415,515 413,569 397,424 391,520 368,457 353,183

２６市 318,967 293,565 263,220 251,736 255,482 256,719 254,687 235,823 223,890 216,264 213,176 223,503

（単位：千円）

 

 

将
来
に
わ
た
る
実
質
的
な
将
来
負
担
額 



 -73- 

第５章 財政の弾力性を表す指標 
 

１ 経常収支比率 
（１）経常収支比率の推移 

財政構造の弾力性の度合いを判断する指標として、経常収支比率があります。これは、

市税や地方交付税など毎年入ってくる経常的な収入のうち、その使途が限定されずに使

える経常一般財源を分母として、人件費、扶助費、公債費、物件費など毎年決まって支

出される経常経費に充当した一般財源を分子として割り返した数値のことをいいます。 
 

経常経費充当一般財源

歳入経常一般財源等＋減収補てん債特例分（※減税補てん債）＋臨時財政対策債

※平成１８年度以前分に用いている。

× 100=経常収支比率

 
 
経常収支比率が９０パーセントの場合、結果としてその年度に自由に使える財源は 

１０パーセントとなり、その財源が新規事業や普通建設事業に充てることができる上限

額ということになります。したがって、経常収支比率が低いほど財政構造に弾力性があ

り、それだけ様々な事業を行えるということになります。 
  

経常収支比率の推移
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経常収支比率の推移                            （単位：％） 

区  分 7 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

あきる野市 91.1 98.7 102.1 101.3  98.7 94.9 

２６市 89.3 90.1 93.4 94.1 93.2 92.5 

類似市 84.3 93.4 96.6 96.8 95.1 92.4 

 
経常収支比率は、平成１１年度以降、８０パーセント台で推移していましたが、市税

収入の低迷や「三位一体の改革」による地方交付税の総額抑制などにより、一般財源収

入が大幅に減となる中で、社会保障関係経費を中心に経常経費が増加したことなどから、

経
常
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支
比
率 
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急激に悪化しました。平成２２年度は、分子となる経常経費充当一般財源で、扶助費が

子ども手当の創設や生活保護費などの増がみられるものの、分母となる経常一般財源総

額で、地方交付税が雇用・地域活性化対策、子ども手当の創設などにより増となったこ

とから、９４．９パーセントとなり、前年度と比較して３．８ポイント下がりました。 
 

経常一般財源と経常経費充当一般財源の推移

15,642,745
15,216,151

16,607,695

15,629,504

15,405,029

14,383,505

15,760,251
15,441,850

15,838,65215,531,085

15,208,514

13,104,932

847,444
200,895-209,148-314,934196,515

1,278,573

-2,000,000

3,000,000

8,000,000

13,000,000

18,000,000

7 18 19 20 21 22

年度

千円

経常一般
財源収入
（A）

経常経費
充当一般
財源（B）

差し引き
（A）-（B）

 

経常経費充当一般財源と経常一般財源との差が大きいほど自由に使える一般財源が多

いといえます。本市は、この差が平成１３年度をピークに減少しつづけ、平成１９年度

及び平成２０年度にはマイナスとなりましたが、平成２２年度は８億４，７４４万４千

円のプラスとなり、経常収支比率が９４．９パーセントとなりました。 
経常収支比率は、健全な財政運営を行うには７５パーセント前後が良いといわれてい

ることから、数値の改善が緊急の課題となっています。また、２６市や類似市と比較す

ると、平成１６年度以降、いずれの年度も本市が高くなっています。 
 
（２）経常収支比率の構成比の推移 

経常収支比率の構成比の推移

23.9%

25.6%

26.5%

26.9%

27.4%

34.7%

16.9%

18.7%

18.6%

18.4%

18.8%

20.8%

13.1%

13.3%

14.4%

15.2%

15.4%

17.2%

16.0%

16.7%

17.0%

16.9%

15.2%

13.6%

11.5%

10.6%

10.4%

10.8%

11.0%

5.6%

13.2%

13.5%

13.9%

13.4%

10.5%

7.1%

22年度

21年度

20年度

19年度

18年度

7年度

人件費 補助費等 物件費 公債費 扶助費 繰出金 維持補修費
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経常収支比率の構成比は、人件費が新規採用者の抑制による職員数の削減などにより、

平成７年度の３４．７パーセントから平成２２年度は２３．９パーセントとなり、 
１０．８ポイント下がっているのに対し、扶助費は５．９ポイント、繰出金は６．１ポ

イント、それぞれ上昇しています。 
 

２ 公債費比率 
市債（借入金）が増えると、その償還のために市税などの一般財源を投入しなければ

ならなくなります。このことは、新たな事業に取り組むための財源に不足を来す要因の

一つであるとともに、後世代に負担をもたらします。この市債の償還に充てる市税など

の一般財源の標準財政規模に対する割合を示す指標として、公債費比率があります。 
本市の公債費比率は、平成７年度以降、少しずつ下降してきましたが、平成１４年度

以降は、新市建設計画に基づく施設整備事業などに係る新たな償還が始まったため上昇

しています。平成１８年度からは普通交付税や臨時財政対策債の増により、分母となる

標準財政規模が大きくなったことから、標準財政規模に対する公債費の割合が低くなっ

たため、下降しています。２６市と比較するといずれの年度も本市が高くなっています。 
 

公債費比率の推移

11.9

12.4

13.313.4

12.7

11.7

6.9
7.27.5

8.3
8.8

10.2

8.2

8.6

9.1

9.69.7

9.6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7 18 19 20 21 22

％

年度

あきる野市 ２６市 類似市

 
 

公債費充当一般財源等－災害復旧費等に係る基準財政需要額

標準財政規模－災害復旧費等に係る基準財政需要額
× 100=公債費比率

 
 

公債費比率の推移                            （単位：％） 

区 分 7 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

あきる野市 11.7 12.7 13.4 13.3 12.4 11.9 

２６市 10.2 8.8 8.3 7.5 7.2 6.9 

類似市 9.6 9.7 9.6 9.1 8.6 8.2 

公
債
費
比
率 
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３ 財政力指数 

財政力指数は、財政力を示す一般的な指標であり、その自治体が標準的な行政を実施

するのに必要な一般財源のうち、その自治体の税収入などにより賄える割合がどの程度

であるかを示すもので、普通交付税を算定するのに用いられる基準財政収入額を基準財

政需要額で除して求められた数値の３年度間の平均値です。 
財政力指数が高いほど自主財源の割合が高く財政力が強いとされ、指数が「１」を超

える自治体は富裕団体と見なされ、普通交付税は交付されません。この不交付団体は「１」

を超えた率だけ通常水準を超えた行政活動をすることが可能となり、それだけ余裕のあ

る財源を確保していることになります。指数が「１」に満たない自治体は、普通交付税

による財源調整がなされなければ、通常水準の行政活動ができないことになります。 

財政力指数の推移

0.7620.8040.8240.8100.810

0.744

1.057

1.0981.104
1.0941.082

1.098

0.862

0.8910.8920.883
0.866

0.790

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

7 18 19 20 21 22
年度

あきる野市 ２６市 類似市

   
 
財政力指数の推移 

区  分 7 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

あきる野市 0.744 0.810 0.824 0.824 0.804 0.762 

２６市 1.098 1.082 1.094 1.104 1.098 1.057 

類似市 0.790 0.866 0.883 0.892 0.891 0.862 

財政力指数は、平成１４年度以降、普通交付税の一部が臨時財政対策債に振り替えら

れ、その振替額が基準財政需要額から差し引かれることにより上昇していましたが、平

成２２年度は普通交付税の増などにより０．７６２に下がっています。２６市や類似市

との比較ではいずれの年度も低く推移しています。 

財
政
力
指
数 
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第６章 地方公共団体の財政の健全性に関する指標 
 
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、地方公共団体の財政の健全性に関

する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必

要な行財政の措置を講じることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目

的としています。また、健全化判断比率及び資金不足比率は、前年度の決算に基づき算

定し、その算定資料とともに監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなけれ

ばならないとされています。 
 

１ 健全化判断比率 
健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに、

他団体と比較することなどにより、財政状況を客観的に表す意味を持っています。 
健全化判断比率の４つの財政指標のうち、いずれかが早期健全化基準以上である場合

には「財政健全化計画」を策定しなければならず、また、財政再生基準以上である場合

には「財政再生計画」を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。 
＜算定結果＞ 

区 分 実質赤字比率 
連結実質 

赤字比率 

実質公債費 

 比率 
将来負担比率 

平成１９年度 － ％ － ％ 9.5％ 140.6％ 

平成２０年度 － ％ － ％ 9.8％ 123.8％ 

平成２１年度 － ％ － ％ 9.4％ 103.2％ 

平成２２年度 － ％ － ％ 8.6％ 84.8％ 

早期健全化基準 12.69％ 17.69％ 25.0％ 350.0％ 

財政再生基準 20.00％ 35.00％ 35.0％  

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字がないため「－」と表示しています。 
 
（１）実質赤字比率 

一般会計、テレビ共同受信事業特別会計（以下「一般会計等」という。）の実質収支が

赤字となった場合の赤字額の標準財政規模（標準的な状態で通常収入されるであろう経

常的一般財源の規模を示すもの）に対する比率です。 
本市の早期健全化基準は１２．６９、財政再生基準は２０．００ですが、実質赤字が

ないため、実質赤字比率はありません。 

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
× 100=実質赤字比率
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（２）連結実質赤字比率 
本市の全会計（戸倉財産区特別会計を除く。）における実質収支の赤字額又は資金不足

額の合計の標準財政規模に対する比率で、すべての会計の赤字や黒字を合算し、本市全

体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標といえます。 
本市の早期健全化基準は１７．６９、財政再生基準は３５．００ですが、連結実質赤

字がないため、連結実質赤字比率はありません。 
 

連結実質赤字額

標準財政規模
=連結実質赤字比率

 
 

（３）実質公債費比率 
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金(※)の標準財政規模に対する比率

で、借入金（地方債）の返還額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程

度を示す指標ともいえます。 
実質公債費比率の早期健全化基準は、現行の地方債協議・許可制度において一般単独

事業の許可が制限される基準が２５．０パーセントとなっており、財政再生基準は公共

事業等の許可が制限される基準が３５．０パーセントとなっています。 
本市の平成２２年度の実質公債費比率は８．６パーセントで、２６市平均の３．６パ

ーセントより高くなっています。 
 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）
　　－（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

=
実質公債費比率
（３か年平均）

 
※準元利償還金とは、「普通会計から特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還を充てた額＋一部 

事務組合への負担金･補助金のうち組合の地方債の償還に充てた額＋債務負担行為に基づく支出の 
うち公債費に準じるもの＋一時借入金の利子」の合計をいう。 

 
（４）将来負担比率 
土地開発公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものを含め、一般会計等が将

来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率で、一般会計等の借入金（地方

債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を

圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。 
早期健全化基準は、実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担額の水準を

平均的な地方債の償還年数を勘案し、市町村は３５０．０パーセントとなっています。 
本市の平成２２年度の将来負担比率は８４．８パーセントで、２６市で一番高くなっ

ています。 
将来負担額
　　－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

=将来負担比率
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健全化判断比率等会計区分表 

※平成２１年度以前の健全化判断比率には、一般会計等に受託水道事業特別会計が含まれます。 

 

２ 資金不足比率  
資金不足比率は、公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率で、公

営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経

営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。 
本市は、下水道事業特別会計が対象となり、経営健全化基準は２０．００パーセント

ですが、資金不足はないため、資金不足比率はありません。 

資金の不足額

事業の規模
=資金不足比率

 

会計分類・名称 健全化判断比率 
資金不足

比率 

一般会計等 

一般会計 実

質

赤

字

比

率 

連

結

実

質

赤

字

比

率 
実

質

公

債

費

比

率

 

将

来

負

担

比

率 

 

テレビ共同受信事業特別会計 

公営事業会計 

国民健康保険特別会計 

 

老人保健特別会計 

後期高齢者医療特別会計 

介護保険特別会計 

下水道事業特別会計 

（公営企業に係る会計） 
 

一部事務組合等 

秋川衛生組合 

   

西秋川衛生組合 

秋川流域斎場組合 

阿伎留病院組合 

東京都市町村職員退職手当組合 

東京都市町村議会議員公務災害 

補償等組合 

東京都三市収益事業組合 

東京都市町村総合事務組合 

東京都後期高齢者医療広域連合 

地方公社 あきる野市土地開発公社     

 

 戸倉財産区特別会計      
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【参考】

類似団体について

都市

 人　口
類
型

50,000人未満 Ⅰ

50,000～100,000 Ⅱ

100,000～150,000 Ⅲ

150,000人以上 Ⅳ

平成２２年度類型区分Ⅱ－３該当団体（５３団体）

茨城県

千葉県

神奈川県

福井県

桶川市

泉大津市

長岡京市

向日市

城陽市

伊東市

守谷市

鶴ヶ島市

貝塚市

四條畷市

摂津市

鳩ヶ谷市

大阪府

高石市

藤井寺市

東京都

登別市

和光市

志木市

飯能市

蕨市

埼玉県

多賀城市

北海道 千歳市

123

87128 320

蓮田市

交野市

日進市

尾張旭市

静岡県

塩竈市

9

宮城県

室蘭市

53

36

30

42

19

計

あきる野市

太宰府市

古賀市

250

268

109

59

686151

福岡県

国立市

狛江市

福生市

清瀬市

武蔵村山市

稲城市

敦賀市

御殿場市

50

20 43 10

6 21 2

東大和市

Ⅲ次55％以上 Ⅲ次55％未満

　　本書の冒頭でも類似団体について記載させていただいておりますが、類似団体とは、人口や産
　業構造の態様の類似している団体をいい、その団体の指数を比較することにより、財政状況を把
　握するために使用しています。
　　本市については、人口５０，０００人～１００，０００人、産業構造Ⅲ次６５パーセント以上
　に該当するため、類型区分はⅡ－３となります。

産業構造 Ⅱ次、Ⅲ次95％以上 Ⅱ次、Ⅲ次95％未満

Ⅲ次65％以上 Ⅲ次65%未満

逗子市 宜野湾市

兵庫県

奈良県

愛知県

香芝市

直方市

田川市

京都府

四街道市

沖縄県

佐賀県

阪南市

鳥栖市

芦屋市

大和高田市

大野城市

3 2 1 0

坂戸市

大阪狭山市幸手市

133 89

計
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